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成 28 年度までに準備しなさいというわけです。本

来は 29 年度までの 3 年間で準備すればよかったも

のを、突然前倒しして 28 年度までに実施する市町

は何らかの支援をし、29 年を予定している市町は何

らかのペナルティがありますよというわけです。結

果として来年度中に実施しなければならないとなれ

ば、これは大変だなと思います。 

 

なぜ大変なのかというと、いわゆる介護保険事業

であれば、関係する専門職や機関をネットワークや

システムとして動かすとすれば、介護報酬等による

インセンティブ(政策誘導)があれば何とか可能です。

ところが「総合事業」のように地域住民の協力のも

とで地域のネットワークや態勢を作っていくとすれ

ば、インセンティブは有効には働かない。地域から

みれば目前のニンジンよりも、自分の暮らし、とり

わけ介護や医療の問題をどう解決するか、そういう

ことに深い関心があるからです。つまり、明日から

の自分たちの暮らしが優先しますね。ですから、市

町としても、どうやって地域に総合事業の仕掛けを

作ればよいか、悩んでいるわけです。 

 

 

団塊世代の老い 

まず前半でお話し申し上げたいのは、地域をめぐ

る包括ケアについてです。さて、「老いにふさわしい

色はない」というフランスの格言があります。一般

にグレーや茶色などの「年寄り色」がありますが、

格言は、老いてこそ自分らしさを表現する色合いが

あるのであり、活動をいきいきと映し出していく色

こそが老いにふさわしいというのです。これは高齢

者の生き方についての一つのたとえなのです。すな

わち、介護保険が始まった 2000 年以降、老いは介

護と同じコンセプトで理解されはじめたけれど、高

齢者がどのように生き、暮らしていくのかについて

議論が進展したことはほとんどないのです。 

 

たとえば、団塊の世代が高齢化の仲間入りをしま

した。この世代はよく考えてみるとパソコンは打て

るし、相対として学歴も高く、社会活動のプログラ

ム作りだってかなり得意です。戦後もっとも苦労し

た世代ですよね。マジョリティとして日本を担って

きた人々が高齢化したいま、この世代がお荷物にな

っているような議論が広がっているようですね。つ

まり、年金対策としての｢2015 年問題｣、認知症対策

としての「2025 年問題」です。もしかすると、戦後

の高度成長期をもっとも担ってきて、これから安心

の老後を迎えようとしたときに、「問題扱い」される

のは心外かもしれませんね。     

 

では、団塊世代はどんな老後を期待しているので

しょうか。少なくとも「老人対策」ではなく「老後

施策」だと思うのです。老人対策に関心が集まると

それは介護不安や年金財源の問題になってしまう。

どうやって年金の財源を工面しようか、介護は誰が

担うのかなどという話題になる。 

 

でも、市町において、この団塊世代のマンパワー

をどうやって地域に活かしていくのかという話題を

積極的に取りあげてくれることは数少なかったので

す。団塊世代の老いは、どこまで「老いの社会化」

を実現できるか、老いの豊かさをどのように生き生

きと描いていくことができるか。そういう議論をこ

れから重ねていくことが大切になってきます。これ

がまず申し上げたいことです。 

 

もう一つは、「助けられ上手」から「助け上手」へ

ということです。もしかすると介護保険はお年寄り

たちを「助けられ上手」にしてしまった。つまり、

老後に何かあったら医療や介護が何とかしてくれる

だろう、という期待だけが膨らみ、それが老後イコ

ール介護のイメージとなったというのです。まあこ

れまでの施策は、必要であれば介護や医療を使って

自分の生活を作っていきましょうというそうした政

策をとってきたのですから、それもひとつの流れで

す。しかし、地域包括ケアの総合事業として提案さ

れているのは、「助けられ上手」ばかりでは介護の財

源が持たないので、「助け上手」つまり高齢者が助け

る側へ回って、地域での様々な活動をとおして、要

介護の人々を支えてくださいね。そうした「助け上

手」づくりをこれからやってくださいと言っている

のです。方針転換なのです。「助け上手」はつくった

ことはなかったけど、「助けられ上手」はつくってき

た。でも、これからはお年寄りといえども地域の中
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で「助け上手」として活動してくださいと言いはじ

めたのです。 

 

 

地産地消のサービス 

そしてもう一つ、これからは地産地消でサービス

やって下さい、全国展開のサービスではなく、まさ

に地産地消、一般的な言い方をすれば地域密着でや

って下さいと言っているのです。だから市町の力量

がいま問われているんです。もうすでに都市部では

介護移住、新たな第二の介護移住が始まるのではな

いかという話すらあります。ニーズはあるのにこれ

を適切に充たすサービスが身近にないとすれば、ど

う介護や生活のニーズを満たしていくのかという課

題があります。市町でそういったものをつくってい

ってくださいというのです。大雑把ですが、この 3

つが今回の包括ケアシステムのポイントだろうなと

思います。 

 

それにしても私たちの高齢者イメージはどういう

ものなのでしょうか。高齢社会はいつもマイナスの

イメージで語られてきました。どの施策も高齢化は

危機だという前提で語られており、年寄りが増えて

いくと社会は生産力が落ち、介護等の社会的費用が

嵩むというシナリオです。それは大変だから介護予

防やりましょうというふうになったわけです。でも、

介護予防は実態としては失敗したのです。特定高齢

者、二次予防という言葉はおおよそ馴染むことはな

く、思いのほか予防効果は浸透しなかったのです。 

 

二次予防対象者になられた人のエピソードがある

んです。呼び出されて検尿を受けたときに、その男

性は介護予防の網に引っ掛かるのが嫌なので、検尿

の中に水を入れて薄めて持って行ったんですよ。そ

うしたら保健師がカンカンになって怒った。気持ち

はわかるんです。特定高齢者だよと言われたときに、

何が今までと違うのかと違和感を持ったと思うので

す。介護予防をどう効果的たらしめるのか。方針転

換を図りつつ、新たな仕組みを作らざるを得ない。

実は地域包括ケアシステムの中に、こうした流れが

深く深く影響をしているんです。 

 

ビジョニングとは 

他方で、ビジョニングという発想があります。ビ

ジョンというのは、明日の夢や希望を語ることです。

ビジョニングというのは、高齢化していくことをマ

イナス思考ではなくてプラスの思考として考えてみ

たらどうか。人口増加が社会の豊かさなのか。ヨー

ロッパを見るとそうではありません。少子高齢化は

戦後に家族計画として実施してきたわけですから、

子どもを産まない、産まれないとことさらに取りあ

げるべきでもない。だからこそ、私たちは少子高齢

化のもつ豊かさをビジョニングとして語ってもいい

のではないか。マイナス思考に対してプラス思考で

高齢化や地域を考える必要があるのではないか。そ

う思っています。 

 

老いにはドミナントストーリーがあります。ドミ

ナントというのは支配的という意味です。つまり年

寄りというのは養われる者、依存する者、生産性の

ない者というイメージが高齢者観として定着してい

るのではないか。でも、こうした高齢者イメージと

いうのはお年寄りたちにとってみると座り心地が悪

いんです。認知症や要介護の本人にとってサービス

を使っていることに遠慮がある。サービスを使って

いる家族はそれだけの保険料を払わないといけない

のではないかという声が聞こえてくると、家族を支

えていこうなんて気持ちがどこか萎えていくんです

よね。だから、私たちをとらえている介護観を変え

ようではないか。オルタナティブと言いますが、こ

れまでの老いのイメージに代わる新たに共有できる

イメージを作っていこうではないかと思います。そ

の一つは「介護を要する人」ではなくて「老いを生

きる人」として老後の安心を共有化していく必要が

あると思います。 

 

けれど、包括ケアはそれを支えてくれるのか、そ

れを助長するのかというところが問題なのです。包

括という言葉の持っている怪しさというのは、地域

を包括的に考えて地域全体で介護や老いを支えてい

きましょうというスローガンのなかに、施策として

取り組むべき「問題」を、地域や住民に投げ返すレ

トリックが含まれているように思うのです。総論と

しては正しいけれど、問題を置き替えるかのような
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意図も感じるのです。英国のＲ．ピンカーも同じ指

摘をしていますが、包括的に地域ぐるみでという捉

え方だけをしていくと、介護や病のリアリティが薄

らいでいくんですね。結果としては地域の問題に帰

されていくところがあるのです。これは政策的な仕

掛けです。 

 

 

 

 

 

一本の松のこころ 

俗に「松ことは松に習え」(芭蕉)と言います。介

護というのは、一人の身の上で一つ一つの暮らしの

課題を解きほぐしながら老いを支えていくところに

本来の姿があります。「松に習え」というのは、松を

100 本並べても、スギやヒノキと比べたとしても、1

本の松の心はわからない。だから、松を知りたいな

らば、1 本の松そのものに尋ねなさいよと言ってい

るのです。 

 

私は以前から介護心中､介護殺人の裁判を傍聴し

たりしています。なぜ裁判に関心を持つかというと、

長く連れ添った夫婦が介護の中でそのつれ合いを手

にかけなければいけないのか。介護保険が整備され

てきても介護心中がなくなっていないんですが、最

近では話題にもなりません。でも、その介護の中に

何が起こったのか、愛する者を手にかけるそこに何

がこったのかと…。つまり家族の風景、介護の風景

が本当に私たちには見えていないのではないか。も

しその風景が私たちに見えてくるのであれば、私た

ちはもっとそこに寄り添って地域の中で支えあうこ

とができるのではないか。介護心中があってから、

みんなでかわいそうだから考えましょうというのは、

どう考えても後手々々ですよ。要は、一本の松のこ

ころを私たち介護のスタートにしていくことが大切

なのだということを確認させていただきたい。 

 

 

不信のモデル 

さて、これから本題です。ヨーロッパの医療介護

政策を考えてみると、「信頼のモデル」なんです。そ

れに対してこの国のモデルは「不信のモデル」なん

です。これは間違いないと私は思っています。不信

のモデルについて先にご説明しましょう。 

 

為政者は公共の利益を建前として、費用対効果を

再優先にします。今までの介護政策を振り返ればわ

かります。リハビリテーションの 180 日規定しかり

です。ご承知のとおり、リハビリがあれば良くはな

らないけれど何とか現状のレベルを維持できる。し

かし、これ以上やっても医療費の無駄だからとそこ

で打ち切られてしまう。リハを打ち切られた後の暮

らし方というのは、要介護へまっしぐらです。象徴

的なことは費用対効果があるかないかということで

す。 

 

次いで、専門職は利益誘導でコントロールできる。

信頼すべきは専門職の倫理や良心の問題ではないの

です。報酬単価を上げたり下げたりすればいいので

す。たとえば、私は年間 30～40 件ほどの新規ある

いは更新の事業所審査をしています。グループホー

ムなどを作るといった時の審査です。最近の株式会

社のみならず、社会福祉法人、医療法人でもそうで

すが、どうやったら利用者さんからお金が取れるか

という話題が多くなっています。自分の老後を託す

るほどに良いサービスを作りたいと語る人は 10 件

に 1 件くらいでしょうか。あとはいかに費用対効果

を上げながらうまく運営するかです。例えば入所一

時金、退所一時金、前払金などがそうです。 

 

社会福祉法人などに対しては、この収入を何に使

いますかと質問します。ほとんど理由はありません。

取れるときに取っておきたいと。では、このお金は

どういうふうに活用されますかと訊きます。そこに
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も方針はない。では、退所するときにはきちんと返

却されるんですねというと、その気はないという。

本来はきちんと口座を作り、利用者が退所するとき

には適切に返却するというということなんです。で

も入所したい、利用したいと思った時に、事業者か

ら「前払金をいただきます」と言われたら、多くの

人は必要経費として払うんです。これが本来の「利

益誘導」という意味なんです。専門職が行う利益誘

導であるし、国が行う利益誘導でもあるのです。 

 

もう一つ、利用者というのはサービスを使う必要

がないのに、不必要に使っているではないかという

不信です。病院へ行って余分に治療や薬をもらって

いるではないか。そういう不信感が利用者の方に向

けられている。だから、この部分を適切にコントロ

ールできるようにしたい。介護保険も医療保険もこ

ういう考え方が根底にずっとあるということです。 

    

ところが、ヨーロッパのいくつかの国を見ると、

まず為政者は有効なシステムをとおしてサービスを

保障する。専門職もその倫理性をとおして、サービ

スの質を担保しつつこれを享受できるように努める。

そして利用者はそうしたシステムや専門職への信頼

をとおして、適切にサービスが受けとっていく。そ

れこそがかえって医療費を抑制することができる。 

こうした信頼の循環があるとも言えます。 

 

不信の循環からすれば、例えば、介護認定を受け

る人の大体 2 割ぐらいは、サービスを使わないのに

認定を受けています。認定審査は大体 1 件 1 万円か

かりますので、これだけでも億単位の無駄が生じま

す。制度不信があるから、認定審査を受けておいて

いつでも使えるようにしておこうという気持ちが働

きます。でも、この 2 割がいつでもサービスを受け

れるんですよという情報をきちんと持つことができ

れば、わざわざ必要のない認定審査は受けないので

す。保険者が悩んでいるところのひとつです。私た

ちが持つ不安や不信というものが、今までの医療や

介護の政策の中にあるのだということは理解してほ

しいと思いました。 

 

 

 

2015 年の高齢者介護 

周知のように、『2015 年の高齢者介護』というレ

ポ－トが 2003 年に公刊されています。地域包括ケ

アシステムは、その 2003 年のレポートのなかです

でに試案が示されています。そして介護保険の制度

は、この中に書かれていることが一つ一つ実現され

ているのです。2015 年には私たちの国はこうなりま

す。そのために地域密着型のサービスをこれからは

増やしていきます。市町の権限を強化します。こう

した青写真が示されています。市民はほとんどご存

じないのですが、この時からもう在宅に移行すると

いう方針はあるんです。 

 

先日、安倍さんの発言に「介護離職ゼロ」があり

ました。あるいは団塊世代の受け皿として老人ホー

ムを作りますとも。私はそのスピーチを聞いて、「私

の老後は老人ホームなのか」と思いました。という

のも、地域・在宅に暮らすというのは、こらからの

私たちにとって、基本中の基本施策なんです。老人

ホームにはいろいろサービスが集約しておりますが、

そこが終の棲家になるのではありません。これも利

用しつつも、地域において私たちの暮らし方を実現

していこうとする。これは揺るがないことです。団

塊世代が多床室（これは 4 人部屋のことですが）に

入れられて我慢できるとは思えません。団塊世代の

にはインターネットの付いた老人ホームが似合うの

かもしれません。そうした新しい世代の高齢者たち

に見合ったシステムをどう考えていくのかという議

論は、さきほどのレポートあたりから始まっている

のです。 
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ところで、在宅地域と言いながら、日本は「住宅

政策なき福祉政策」だったのです。住宅のことは個

人の責任のことだから、とりあえず必要に応じて仮

住まいとしての老人ホームなどが用意されたけれど、

それは住宅、住まいとは言わなかった。それがこの

レポートから主たるテーマになったのです。住宅政

策があればこそ、私たちは地域在宅に暮らせるとい

う可能性を大きくすることができるのです。実は

1970 年代から住宅政策はあるのですが、それは施設

政策でしかなかった。一人一人の個性ある暮らし方

を保証するためには、住宅こそが重要だという政策

が不可欠なのですが、その部分は二次的でしかなか

った。グループホームなどの形はイメージされたの

ですが、なかなか本格的な住宅政策にはならなかっ

た。 

 

ところが、ここにきて国交省あたりが、サ高住つ

まり「サービス付き高齢者住宅」をどんどんと作り

はじめた。あたかもこれが新しい高齢者の住み方、

住まい方だというように。とは言え、このサ高住が

どうしようもなく質が悪いんです。たとえば、地域

密着型サービスに小規模多機能型や定期巡回型サー

ビスなどがあるのですが、サ高住は利用者集約型で

すので、利用者が地域に分散して住む在宅地域型よ

りもより効率的に提供できます。つまり、一カ所に

利用者を集めて、そこにサービスを届ける方が効率

的なのです。これがサ高住の建設の動機づけの一つ

になっています。 

 

先日も駅前の便利なところに分譲、有料老人ホー

ム、サ高住を含む 10 階建ての総合マンションを建

てる計画があって審査をしました。サ高住が上の階

で、下の階が有料老人ホームです。でも、サ高住の

方々が1階に降りるのにエレベーターは1基だけで

す。何かあってもサ高住の方は最後尾になります。

貧富の差が命の差になりかねないのです。いま私た

ちにとって住み方は生き方につながっています。そ

れが包括システムの極めて重要なテーマのひとつな

のです。 

 

 

 

2025 年の介護 

さて、その後『2025 年の介護』という報告が出ま

した。これは 2013 年出たものです。周知のように、

2015年のシナリオは2025年のシナリオで大きく変

わりました。これが転機です。すなわち、「病院完結

型」から「地域完結型」へという大きな転換です。  

  

言うまでもなく、病院中心でやっていた医療にと

って、地域完結というためには在宅医療システムが

そこになければなりません。でも、在宅医療に関心

のある医師はまだ少数派です。静岡県のある市町で

は、主治医―副主治医制度をつくっています。つま

り一人だと負担が大きい。主治医も継続的に担うに

は自信がない。そうした時に副主治医がいれば、情

報を分け合い、連携しつつ在宅を支えられるのでは

ないかという試みが始まっています。いわゆる尾道

方式などは、病院連携、病診連携などが見事に実現

した成功例でしょうか。 

 

もう一つ、その枠組みの中で、サービスや住まい

が提供されていくという考え方です。つまり、様々

な地域密着型のサービスができた。グループホーム

も小規模多機能もその他いろいろです。ただ、残念

なことは、市民の方々にほとんど適切に情報が伝わ

っていないのです。イギリスにおいてサッチャーと

ブレアという二人の首相のブレーンであったルグラ

ンという研究者がいます。このルグランは、医療費

が無料ならば、市民は等しく医療サービスを使うだ

ろうと考えて、綿密な調査をやったそうです。無料

であるならば貧富の差は関係ないはずなんです。そ

の結果をみると、貧しくて介護や病の問題を抱えて

いる人ほど、たとえ無料であっても医療のサービス

を使っていないのです。お金があって情報の選択が

できるならば良い医者、悪い医者が選べるんです。 

  

こういう報告を聴いて、こう思いました。当事者

になったとき、「助けてください」「支えてください」

と声を挙げることがいかに難しいことかということ。

必要なサービスを使いたいなと思っても、どれがふ

さわしいのか選べない。うまくサービスを選んだと

してもそのサービスが大丈夫であるかどうか。つま

りサービスを選ぶことの難しさがあるのです。相談
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支援があるかどうかは、適切な情報が得られるため

に大きなインパクトをもっています。声を挙げ、必

要な情報を得て、適切な選択をすることの重要さを、

ルグランは教えています。 

 

「2015 年の介護」から「2025 年の介護」への過

程で重要な転換が起こっていると申し上げました。 

詳しくはお話しする時間がないのですが、たとえば

医療日数の短縮、重度化に対する対応、施設の重度

化、そして人材の確保の問題などがこの転換の中に

起こっているということだけは押さえておきたいと

思います。 

 

 

ケアシステムの変容 

さて、介護支援に関して厚労省の政策を顧みると、

第１期は地域で困りごとを解決するための「地域支

援」、第２期は家族介護の限界のなかでの「生活支援」、

第３期は在宅での介護に対する「自立支援」、そして

第４期が地域包括ケアシステムを軸とする「包括的

支援」というふうに変わってきています。第３期で

は自立支援、自己責任ということが強調されていま

した。介護されるご家族にとってみると、この時期

は少し生活しづらかったかなという印象をもってい

ます。地域での包括支援が話題になっているのは第

４期つまり現在となります。 

 

地域包括ケアというのは、機関連携と地域連携と

いう二つの連携が軸となっています。車の両輪なの

です。前者は在宅医療の難しさがあるにせよ、多く

の専門職が地域ケア会議等で議論を重ねていますの

でうまく展開していくだろうと思っています。他方、

地域連携に関しては、これまで地域福祉に取り組ん

できた市町と、そうでない市町とでは、大きく格差

が出てくるだろうと思います。社協やＮＰＯなどの

諸団体が地域と一緒になって考えていく取り組みを

コツコツ積み上げてきた市町は、慌ててはいません。

この差は大きいのです。 

 

私は昨年来、人口 1 万人余の伊豆半島の町に通っ

ています。この町の地域包括ケアセンターのワーカ

ーさんから、お声をかけていただきました。このま

までは包括ケアシステムが間に合いませんというの

です。たとえば、一人の認知症の方が行方不明にな

って海に落ちたのではないかと探し回りました。で

も探し回ってみたけれど関係機関の連携も地域住民

の連携も全くないことが分かった。認知症の方を地

域で支えていくことが絵空事にならないように、勉

強会を立ち上げて、私を呼んだのです。関係機関と

住民が集まり、勉強会を重ねて、勉強会を踏まえて

包括ケアシステムを作ろうということになりました。

最後の仕上げの段階です。実現しなければ住民の老

後も地域も支えられないと住民は覚悟したんです。 

 

でも、問題は行政にも専門機関にもありました。

つまり構想を実現していくための覚悟、何よりも汗

をかくことがないんです。地域を興したり、地域の

資源を開発したり、住民同士のネットワークを作っ

たりすること。社協にも期待していますが、つなぐ

力が不足している。新たなシステムづくりをどうや

って自分の町でやればいいのか。国のモデルを踏襲

するだけでは実現できるものでもない。多くの行政

の悩みが尽きないところです。 

 

 

自助、互助、共助、公助 

たとえば、地域包括ケアのモデルについて、厚労

省は自助、互助、共助、公助の４つの概念を紹介し

ています。そこでは、自助のことを自己責任と言っ

ています。私はそうは思わないです。自助とはセル

フケア支援と呼ぶべきです。セルフケアを実現した

いくための支援のことを｢自助｣というべきなのです。

互助にしても、住民による支えあいなんだと言って

います。ここは間違いないですが、ただ支えあいを

可能とする地域づくりが基本です。共助について、

国は保険制度だという。でも保険という形ではなく、

相互支援システムこそが共助なんですよ。目に見え

ない相互支援システムを作っていかなくては、共助

は成り立たないのです。そして最後に公助です。国

は自助、互助、共助ができなかったら補完的に補う

ことを公助であると説明します。でも、本来は自助、

互助、共助がうまく機能するために、これを統合し

ていく支援が公助なのです。住民の信頼は得るため

には、公助は脇役になってはダメなんです。住民と
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一緒に額に汗して作っていかなくてはならないシス

テムなのだということを強調したいと思います。 

 

自己責任論というのは、制度運営が難しくなると

必ず話題となります。最近では、介護離職 10 万人

の話題でしょうか。もう 5 年も 10 年も前からこの

問題はあったのです。統計を見るとずっと 10 万人

前後で推移しています。女性たちがその 8 割です。

離職された後、自らの生活を崩してまで家族を支え

なければならないというこの生活設計には無理があ

ります。 

 

あるとき、介護が終わった後の再就職はどうなり

ますかと言ったら、親が死ぬことを想定するのかと

叱られました。でも、人生の長いスパンの中で介護

離職の問題を考えていかなくては、自ずと離職をさ

れた方の老後が辛くなりますよね。「昔 8 年、今 40

年」と言います。多産であった昔は、子育てが終わ

ってから女性の命は 8 年しかなかったんです。今は

子育てが終わって女性の命は 40 年ほどある。この

40 年の生活設計を介護で潰すわけにいかないじゃ

ないですか。だから自己責任論はどこか脇に置いて、

女性の老後が安心して生活できるものにしていく必

要があるのです。母子世帯、老々世帯の貧困率はア

メリカに次いで世界 2 位なんです。そういう意味で

も大きなテーマなのです。 

 

 

総合事業とは 

総合事業の話をさせていただきます。資料にもあ

るように、住民主体の多様な活動、サービスの開発

が総合事業の骨子です。高齢者の活動、認知症の人

の支援などが盛り込まれています。この事業の課題

の一つは、司令塔がないことです。今までは行政が

司令塔でした。でも、住民主体で地域を軸にネット

ワークを形成していくとき、行政ではない司令塔が

必要なのです。住民集会に行政や社協の方もどんど

ん入ってきて一緒に顔を突き合わせて議論をしてい

くような時代になりました。だから、陳情や苦情で

はなく新たなパートナーシップの形成なのです。お

互いの限られた力を合わせて地域を作っていくこと

なのです。そのために地域の中に司令塔をつくり、

こんなふうに作りたいという希望をどんどんプログ

ラムに載せてそれを実行していくような役割が必要

なんです。 

 

誰かがやってくれると言っても、区長さんや民生

委員さんばかりではしんどいですよ。諸団体はみん

な潰れてしまって、老人クラブもどんどん減り、女

性の会も高齢化が進み、子供会や青年会は殆ど機能

していないでしょう。区長さん、民生委員さんだっ

て欠員がどんどん出てきて、なり手がいない現象が

あるじゃないですか。 

 

たとえば、だれが認知症の見守りを担うのか、こ

れひとつでも大きなテーマです。愛知県の北部の市

町でお手伝いした時に、認知症の見守りネットワー

クを作りましょうと、包括支援センターが軸になっ

てネットワークを作ったんです。認知症の方がお散

歩(徘徊)に出られたら見守りができるように、4 年か

けて実現しました。あるとき、模擬試験をしたんで

す。何かあれば携帯が鳴るようになっていました。

でも、関係する市民はほとんど出てこなかったので

す。自分が出なくとも、誰かが出るだろうとみんな

が思っていたということです。誰かの問題であって

も私の問題ではない。これが地域ということの難し

さなんです。認知症だけではないんです。 

 

今春から、厚労省が発表して脳梗塞、認知症、糖

尿病などの生活習慣病、生活不活発病、終末期ケア

などは、これから病院・施設ではなく在宅・地域で

看るという方針を出しました。急速に病院から地域

への流れは、政策的に本格化するということになり

ます。 

 

ある終末期の患者さんのご家族のお話では、入院

中に治療はいいので、ゆっくり最期を迎えさせてく

ださいと言ったら、もう治療の必要がないなら退院

して下さいと言われたそうです。在宅に変えたとこ

ろで、地域には適当な医療・介護がないというので

す。在宅はいったい誰が支えてくれるのか。買い物

だってある、洗濯掃除だってある。そうした日常の

細々とした生活全体を家族だけで支えていくことの

大変さが問われているんです。 
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先進的な市町を見て歩くと、お医者さんたちや保

健師さんたちが地域に出て行って市民と一緒になっ

て学んでいるんです。脳梗塞を在宅で看る場合、私

たちには介護のノウハウがないんです。でも、お医

者さんたちと一緒に、脳梗塞のケアとはこう考える

んですよ、いつでも私たちがお助けしますからと言

われれば、どれだけ大きな安心を得られることか。

緊密な学びあいと支えあいを市町でやっているとこ

ろもあるのです。生き生きと動いているんです。包

括ケアセンターはそうした市民と医療介護を支え、

つなぐ仕事をするところです。 

 

前述のように、6 つの症例を地域・在宅で支えて

くださいと厚労省は言いました。都市部などはケア

マネさんが悲鳴をあげています。この人たちを在宅

でどう看るのということです。そこに寄り添う医療、

看護、介護があれば、自分らしい生き方・暮らし方

が、つまりは生活設計や人生設計ができるのですが、

それがあるかどうかには地域格差があるのです。か

つてイギリスも同じような状況を抱えていたときに、

Ｒ.ピンカーという学者が「為政者というものは、施

策に行き詰まると、ボールを地域に投げ返す」とい

うレトリックを使うと指摘しています。この受け手

がしっかりしていないのにボールだけ地域に投げ返

すというのが、総合事業の現状なのだということが

できます。つまり受ける準備を医療や介護をとおし

て包括支援センターを軸に準備している市町は、ボ

ールを市町流に受けとめることができます。市町も、

住民にこれだけ任せるんだから、行政として一緒に

汗をかこうというのでしょう。我が町らしいものを

つくっていこうじゃないかという声をあげていると

ころは、厚労省の意向など気にしていませんよ。自

分たちの町のいのちととくらしは自分たちが守るん

だと。そんな市町を訪ねた時はいつも目を開かれる

のです。 

 

 

生活支援コーディネーター 

さて、生活支援コーディネーターにも触れておき

ます。「サイレントプア」というテレビドラマがあり

ましたね。大阪の豊中市社協がモデルでした。モデ

ルになった女性ワーカーは、フル回転で全国を飛び

回っているようですけれど、地域で困ったことがあ

れば真正面から受け止める社協の姿があります。行

政やいろんな機関に結び付けながら、働きかけを根

気よくやっている。すごいなと思うんです。ただ、

あちこちの市町を見ると、包括ケアシステムの中に

社協が入っていないんです。これが不思議なんです。 

コツコツ地域の掘り起こし、人と人とを結び付けて、

夜も日曜も集会に出ていく社協が全然関わっていな

いのはなぜか。あちこちの市町に行くと、包括ケア

構想に社協が入っていない。そうすると社協は事業

体として介護保険事業等のサービス事業ばかりやっ

ていて、大事な地域の皆さんとの共存してやってい

くことが減ってきたのかもしれないという反省も聞

こえてくる。事業主、事業所としての社協は、偏っ

た姿です。包括ケアが上手くいくには、社協との連

動が欠かせないのです。 

 

生活支援コーディネーターが存在感を示すために

は、地域のアセスメントをやり直さなくてはいけな

いかなと思います。そのアセスメントのやり方とし

て、資料に示していますように、地域の課題をテキ

ストマイニングを使って分類し、住民の声と地域課

題を類型化していくことが有効です。付箋にランダ

ムに書いてペタペタと貼っていきます。課題を仕分

けしていくことで、地域の様子が類型化できます。

子育ての問題、ゴミの問題なんでもいいのです。 

つまり僕が仕掛けていることはアクションミーティ

ングなのです。アクションミーティングを前提とし

た連携をとっていきましょうと。例えば医療が心配

ならば、関係する専門職とのミーティングを開く。

未来図を描くために必要ならば行政関係とのミーテ

ィングを開く。住民からアクションを起こすと、こ

れに応えない関係者はいないと思います。 

 

厚労省はこれから来年に向けて全国の生活支援コ

ーディネーター候補者を呼んで研修しています。研

修を受けて地域に戻ってきて、地域で生活支援コー

ディネーターを広げていこうとしているんです。   

 

でも、気になっていることがあるのです。たとえ

ば、パナソニックのテレビを買って映らなかったら

私たち怒って返品しますよね。でもサービスは、私
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たちにとってどれがいいサービスか見分けるのはと

ても難しいです。市民向けの講演をするときに、良

い老人ホームと悪い老人ホームの見分け方、良いケ

アマネと悪いケアマネの見分け方という話をします。

皆さんニコニコしながら聴いてくださいます。老人

ホームに行ったらそこを見よう、ケアマネさんはこ

こを尋ねようと。見分けられなかったら返品できな

いんですから、真剣です。 

 

生活支援コーディネーターは地域の声から資源を

掘り起こし地域アセスメントするという。かつての

ケアマネジャー養成に似て、クオリティーオブライ

フを知らない生活支援コーディネーターがまた生ま

れて、怪しげなお世話役を作るわけではないんです。

改めて生活支援コーディネーターの位置づけこそが、

包括ケアシステムが上手くいくかどうかの大きなバ

ロメーターです。 

 

地域ニーズを把握する。アセスメントする。改め

てこの地域はどういう地域なのかということを把握

する。資源を作る。人と人とを結び付けたネットワ

ークを作る。これはものすごく高度な技術で、日本

の福祉の世界ではあまりノウハウの蓄積がないんで

す。イギリスだって 30年かかりました。例えばコー

ポラティズムというのは、地域生協ですが、みんな

で少しずつ出資して支えあうシステムを作っていま

す。これだって一つの知恵です。工夫です。そうし

て長く準備した国々と比べると、日本はあまりにも

インスタントすぎる。 

 

 

認知症を支える 

さて、終わりが近づいてまいりました。最後にふ

れておきたいのは認知症を支えることです。静岡県

西部に地域福祉に熱心な市町があります。そこで住

民の方々30人が3日間ほど認知症の方々を支えてい

くための体制を地域に作りましょうという目標で学

習しました。3日目にはアクションミーティングと

して各グループからアイデアの発表をしました。す

ごく期待しておりました。 

 

しかし、結果としては、認知症になったら地域に

迷惑かけても大変だから病院や施設に入るのが良い

のでは。私たちの関心はどうしたら認知症にならな

いかという予防なのだ。認知症予防こそ大切だ。そ

ういう内容でした。これを聞いた時に足が震えまし

た。3日間何を学びあったのだろうかと思って。 

学びの過程では、全国の認知症をサポートする活動

やシステムもたくさんご紹介したんです。でも、こ

の発表は、よい意味で本音なんです。ある意味で、

「支えあう地域」などということが、たとえば幻想

でもあるのだということを教えています。「終わり良

ければすべて良し」ということばがあります。その

すべて良しと言えるようないのちの営みを誰しも病

院や施設だけで過ごしたいと思わない。たとえ認知

症になっても地域で生きていけるんだということを

確認しつつ学んできた。老いること、病むこと、障

害があることを専門家に委ねてしまってかつての私

たちの過ちとは何だったのか。地域で私たちの家族

を支えていくということの大切なきっかけを手放す

ことはできません。あらためて皆さんにどう申し上

げました。 

 

3日間の研修がそれで終わりました。私の言葉が

皆さんの気持ちに通じたらと願っておりました。包

括ケアシステムが私たちに対してインパクトがある

とすると、改めて地域で病むこと、老いることをど

うしたら自分の暮らしの課題として、一緒に考えて

いけるか、取り組んでいけるかということでしょう

か。そういう意味で言えば、包括ケアシステムは、

いろいろと批判はありますけれど、少し逆手にとっ

て私たちの新しい地域づくりのスタートラインにで

きたらなと思っています。 

 

 

支えあうということ 

ひとつ例を申し上げましょう。ご夫君が亡くなら

れて奥さん一人になってしまった。寂しくて、時々

は頭が痛いと救急車を呼ぶようになる。日本にはグ

リーフケアのようなバックグラウンドは何もないん

ですよ。私の母もそうでしたが、仏壇の前にずっと

座ってブツブツ言っている姿しかない。その女性も

仏壇の前だけが生きがいだという。そうしたら隣近

所の女性たちが、私たちが支えてあげるからと言っ
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て区長さん民生委員さんと一緒になってチームを組

んだ。辛かったらいつでも電話してくださいと声を

かけたんです。そうしたら、夜となく朝となく電話

が鳴るんですよ。私たちにも生活があるから相談支

援なんてできませんよとなって、区長さんが女性の

了解のもとに結局病院へ移したのです。 

 

確かにお一人お一人の住民の善意や協力は、大事

なんです。でも、市民任せだけでは、相当な自己負

担があります。だからこそ、事業者や専門職の方々

が地域へ貢献するという意味で、そのノウハウを還

元してくださるとうまくいくんです。生活支援コー

ディネーターがやるべきはここなんです。こっちで

はないんです。 

 

最後に、コミュニティカフェ、認知症カフェがあ

ちこちに少しづつ増えてきました。月に 1回ではあ

りません。1週間に 1回でもありません。だんだん

月曜から金曜まで、ワンコインでコーヒーを出して

いるところ、お菓子を食べながら団らんするところ。

そんななか、認知症カフェという呼称に異議があり

ました。認知症の人だけが集まるカフェというイメ

ージにです。カフェというのは治療する場所ではあ

りません。住民同士がおしゃべりをして過ごす団ら

んの楽しい場所なんです。誰でも集える。そこに行

けば200円,300円の食事が食べれて、ワンコイン100

円でコーヒーも飲める。こういう開かれた空間や場

所が広がっています。ぜひ地域包括ケアのあり方の

一つとしてお考え下さればと思います。これをもっ

て基調講演を終えさせていただきたいと思います。 

長時間のご静聴をありがとうございました。 

 

 

＜進行＞	

増田先生ありがとうございました。ではこれから

質疑応答の時間を取らせていただきたいと思います。

先生の方からもぜひ会場の皆さんと議論をしたいと

おっしゃっていただいておりますので、どうぞご遠

慮なく挙手いただければと思います。 

 

地域包括ケアシステムのことだけに限定せず、今

回の先生の講演をお聞きいただいたご感想だったり、

日ごろ皆さんが思って考えていることをこの場を借

りてということでご発言いただいても結構ですので

いかがでしょうか。 

 

 

＜質問者①＞	

施設をやっております。倉田と申します。昨日認

知症の家族の研修会がありまして現場を見せていた

だいたりしました。先ほど先生がコミュニティカフ

ェのところで認知症という言葉を使うと失敗するよ

とか誰でもが入れるような関係づくりをとおっしゃ

ってみえたのでその辺りをもう少し突っ込んでお話

を聞ければと思います。 

 

 

＜増田＞	

地域の中に「居場所づくり」をしましょうという

動きがたくさんあって、ある地域包括支援センター

はセンターの前に年中椅子を置いて、市民に気軽に

寄っていただいて、それがサロン的なものになって

います。居場所という言葉は、たいへん意味があっ

て、ヨーロッパなどのタウンモビリティというのは、

サービスを届けてあげるのではなく、その方と一緒

に買い物にお連れすることなのです。実は発想の転

換なんです。 

 

在宅にヘルパーさんが行くのもいいんですが、車

いすを押して買い物を楽しむ、おしゃべりを楽しむ、

スーパーマーケットにそういう方々が集える場所が

ある。そうすると私たちの暮らしがアクティブにな

りますよね。 

そして、これはお叱りを受けたんですが、「オムツ

を付けて街に出よう」と。たくさんのお年寄りたち

が失禁を恐れて出歩かない。最近は良いオムツもあ

るのでそんなこと気にしないで行きましょうという

キャンペーンをしたり。地域の中に居場所を作ると

いうことが私たちの住み方、生き方の大切な在り方

なんだということを確認したんです。認知症の方に

とっては家の中にずっといるというのはつらいです

よね。私の知り合いは娘さんが働いているんですが

お母さんが認知症です。そうすると娘さんは出かけ

るのに全部カギをかけるんですよ。お母さんにオム
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ツを付けて出かけていくんです。カギをかけてパン

と牛乳を置いていくんだそうです。ある日、帰って

みたら畳が濡れていたんです。ああ失禁したんだな

と思います。でもお母さんはその濡れた畳、布団に

座ったまま、自分の肌で温めていた彼女の着替えを

渡してくれたのです。母親を預ける場所として、デ

イサービスがあるじゃないかとイメージします。で

もそうした専門的な入浴やサービスではなく、一人

ひとりの居場所に気づき、これを大切にすること。

彼女にとっては、失禁があっても待っていてくれる

母親との関係こそ、共に居場所なのです。 

 

その最初の声を上げた方たちが、認知症の家族会

だったんです。自分の家族の居場所を作りたい。そ

してさりげなくそこで認知症があっても一緒に地域

の住民の一人として生きていけるんだと。空き家を

利用させてもらえばいい。空き家でちょうどいい。

コミュニティカフェは、地域で支え作り上げる普段

着の居場所だと思ったんです。 

 

 
 

＜質問者①＞	

ありがとうございます。普段の生活をできるよう

な場所、自分らしい自分の時間をとれる場所をみん

なで作っていければいいのかなと自分なりのものが

見えてきました。ありがとうございました。 

 

 

＜増田＞	

かつて長崎に琴海町という２万人ほど町がありま

した。ここは女性たちが勉強会をし、何も使われて

いない集会所に簡単なキッチンと個浴でいいからお

風呂を作ってくれと町に嘆願したのです。その間も

女性たちは勉強しました。それが琴海町版カフェの

ひとつなんです。私たちと一緒にご飯を作ろう、お

風呂にも入ってと。 

別の町の事例では、夕方薄暗くなると何やら寂し

くなりますね。そこでは夕方の「水戸黄門」を一緒

に観て、月に１回は一緒に食事をする。さりげなく

そんな試みをやっています。 

 

人は孤独には耐えられます。が孤立には耐えられ

ないんです。誰かの声が聞きたい。誰かと話したい。

その誰かが浮かばないような私たちの生き方・暮ら

し方は辛いものです。だから孤立をしないつながり

をつくる。そんなものをつくっていこうというのが

包括ケアのひとつであもあるのです。私たちの地域

がさりげなくテーマになり始めた一つの象徴がカフ

ェなんです。 

 

 

＜進行＞	

ありがとうございました。その他の方いらっしゃ

いませんか？ 

 

 

＜質問者②＞	

みえ医療福祉生協の寺崎と言います。ご講演あり

がとうございました。 

私たちは地域に作ろう３つのチャレンジというこ

とで、居場所と地域のつながりマップ、それから生

協の支部を作ろうということを発信して活動してい

ます。いま先生がおっしゃられた４つの視点で整理

する、機関連携と地域連携の４分割それと地域包括

ケアの認知症の例を出しながら、ご近所福祉のとこ

ろは、地域のつながりマップという連携図を作ろう

と現在取り組んでいます。特に⑲の図なんですけれ

ども、これをどういう形で表すのか。縦と横の軸で、

日常生活で支援の必要なものを一番上にして下に行

くほど公共性の高いもの、そして右軸をどこでどう

いうサービスを繋げられるか。サービスの提供内容、

住民福祉も含めてそういう表をようやく完成しまし

た。その考え方の中に４つの分割の表を入れるとよ

り明確に、⑲番の表が縦と横のマトリックスで表せ

るということで非常に自信が持てました。もうひと
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つ私たちはパラダイス行くわということで認知症カ

フェという言葉を使わないようにしています。認知

症カフェはどうしても包括に課題が与えられるもの

ですから無理やり認知症カフェをやるんですがほと

んどシルバーサロンと変わらないことをやっている。 

 

私たちは障害があったり独居であったり、何でも

始めは暮らしの学校というものをやっていたんです

が、これは勉強なので面白くないということで、そ

うしたらいつどこでも来られるということで、餅ピ

ザをやったりパエリアをやったりとかしてパラダイ

スいくわという名前にしました。それは介護施設や

医療機関にするとそこに行くというイメージができ

るので、要はカフェが先に出ないといけないという

ことで、医療関係者や介護事業者ではなくて、組合

員がそのカフェを見るという形で今やっています。 

 

包括の方が見学に来られたりしますが、時に包括

のコーディネーターさんであったり、保健師さんで

あったり認知症専門の介護士さんが来たり、場合に

よっては行政の方が来られたり、そういう場を自然

に作っていかないとやはり構えて来ないようになる。

たまたま診療所が近くにあるものですから、そこの

診察にあわせてきた時に帰りにそこに寄ろうよとか、

夫婦でお出かけの時にお昼はそこで食べようよとか、

私どもは300円ですがそういう場所を作っています。

それを居場所にし、それを住民につなげていこうこ

れからそういうものを展開していきたいと思ってい

ますので、今日のお話はものすごく参考になりまし

た。ありがとうございました。 

 

 

＜増田＞	

居場所と言いましょうか、カフェとかを作るとき

にいわゆる地域の生活動線でアセスメントした方が

いいと思います。とんでもないところに作ってどう

ぞと言ったって足がないことがバリアになります。 

今おっしゃったように病院に行ったり何処か行った

りするなかで作らないといけない。地域の方々の生

活動線の中にさりげなくカフェがあるといいな。社

協にはそういったところでアセスメントしていただ

ければなと思っています。デイサービスにはケアが

あるじゃないかと言われた時に、そういう場合、お

年寄りが主役ではないことが多いのです。はじめに

プログラムがあって、一日そのプログラムに則って

行う。つまらなければ一日中新聞を読んで座ってい

るお年寄りたちの姿を見た時に、哀しくなりました。

そうではなくて、カフェというのは一人一人が主役

になるところなんです。ここは大事なポイントだと

思います。子供さんたちのカフェもあるんです。お

母さんたちが子育てをするのが大変だというのでカ

フェを作りました。自分の赤ちゃんを連れて行って

交代で赤ちゃんを見ながらコーヒーを飲むようなカ

フェ。お年寄りたちが行きかう場所で一緒になって

子育てをする。子育てサロンがあるじゃないかとも

言われますが、そこはカフェ的なものを作っていく

ほうが楽しいですよね。そういう試みもあるので、

先ほどご紹介いただいた話題はとてもうれしく感じ

ました。 

 

 

＜進行＞	

ありがとうございました。これにて基調講演を終

わらせていただきます。増田先生ありがとうござい

ました。 
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**********	 午後の部	 **********	

 

＜進行＞	

では、定刻になりましたので午後の部を開始させ

ていただきたいと思います。午後からは「地域包括

ケアのあり方を考える」と題しましてシンポジウム

を開催したいと思います。シンポジストのご紹介を

させていただきます。津市健康福祉部高齢福祉・介

護保険担当参事の南条様、名張市地域包括支援セン

ター長の田中様、菰野町社会福祉協議会事務局長の

福田様、津地区医師会在宅医療担当理事の草川様で

す。 

 

そして、引き続きコメンテーターといたしまして

増田先生にお願いをいたしております。ここから先

の進行につきましてはコーディネーターの武田先生

にお願いいたします。 

 

 

＜武田＞	

午後のシンポジウムですが、午前の増田先生の基

調講演を受けて「地域包括ケアのあり方を考える」

ということで４名のシンポジストの方の報告を予定

しております。進行についてですがお一人ずつ報告

をいただいて増田先生からコメントをいただくとい

う形にして報告をいただきたいと思います。 

 

今回一つの結論を出すというふうなことは考えて

おりませんので現状を確認する。また私たちの地域

の中でどういう問題があるのかそういったことを共

有できればと思っています。それでは、南条さんの

方から報告をいただきます。お願いします。 

 

 

＜南条＞	

皆さんこんにちは。只今ご紹介いただきました。

津市の南条です。本日は第１２回になりますセミナ

ーにたくさんご参加いただき、また津市の方にお越

しいただきましてありがとうございます。私も午前

中の増田先生の基調講演を聞かせていただきました

が、とても分かりやすく勉強になりましたし、心に

響いてくるような話し方で感動を覚えました。私自

身はこんなに大勢の前で話をすることはあまりない

ので大変緊張しておりますが、どうぞみなさんよろ

しくお願いします。 

 

本日の私のテーマですが現在、地域包括ケアシス

テムの構築は市町村の大きな課題となっております。

医療、介護、住まい、生活支援、介護予防が一体的

に提供される地域づくりをしていく必要があり、そ

の中で平成 27 年度の介護保険制度の改正がされま

した。本日は、制度改正のひとつにも挙げられてお

ります。地域の活動にリハビリ専門職を取り入れる

地域リハビリテーション活動支援事業の津市の取り

組みを紹介したいと思います。まず、制度改正に伴

いこの 5 項目の取り組みを充実、強化していくこと

とされておりますので、現在の津市の取り組み業況

について説明させていただきたいと思います。 

 
 

まず一つ目の医療と介護の連携についてですが、

4 番目にお話ししていただく草川先生にも大変お世

話になっているのですが、お医者さんとか看護師さ

ん、医療現場の方、ケアマネージャーさんなどの介

護関係の方、こういう方々が一緒になって会議をし

て顔の見える関係づくりをしているところです。 

今後は医療と介護のネットワークを構築し継続的

に支援をできる体制を作っていきたいと考えていま

す。今年度は医師会と協力して市民向けの講演会を

開催する予定で在宅医療の意識の啓発を行っていき

たいと予定しております。 

 

2 つ目の認知症施策についてですが、認知症は早

期に発見、初期支援を行うことが重要であることか
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ら 10 月に認知症初期集中支援チームを市役所に設

置しまして、認知症が疑われる高齢者、その家族が

中心かなと思うのですがその方々の相談を受け訪問

や専門機関へのつなぎを行っております。10 月 1

日からの相談件数は訪問に至った件数、訪問予定も

含めると現在 11 件となっており忙しく稼働してい

るところです。また、認知症サポーターの研修であ

るとか認知症の予防教室などもすぐ定員がいっぱい

になるような状況です。 

 

3 つ目の地域ケア会議これにつきましてはお医者

さんもケア会議に参加いただくようになりましてよ

り効果的な支援に向けた検討ができるようになって

きました。そして今後は個別の支援を通して地域で

の共通の課題を考えそれを解決していく場、解決で

きない場合は上にあげて政策形成につながるような

そういう場にしていきたいと考えています。 

 

4 つ目の生活支援については新しい総合事業、要

支援の方に対する訪問介護と通所介護、これが給付

から事業ということに移行するわけで津市について

は平成 29 年度に移行するということにしておりま

すけれど、今後生活支援のサービスをどのように体

制化していくかということが大きな課題になってく

るわけですけれども、先の先生のお話にありました

ように、生活支援コーディネーターこういった方を

地域の取り組みの仕掛人になるような人というふう

にイメージしていただくとわかりやすいかなと思い

ますが、今年度にまず 1 名、市の方に配置しており

ます。各地域の会議に出席し地域の課題や取り組み

状況などを整理しているところです。 

 

最後 5 つ目の介護予防についてですが，地域にお

ける介護予防の取り組みがスムーズに継続できるよ

うに通いの場であるサロンに関わっていらっしゃる

皆さんから課題などを聞かせていただき今後に向け

た協議を社会福祉協議会と進めていく予定でおりま

す。今日話をさせていただくリハビリテーションの

効果を高めるためにリハビリ専門職をサロンに配置

しているこういうふうなものが現在の5項目の取り

組みというふうになっています。 

 

今回の改正の中で介護予防の考え方というものが

社会に参加することで生きがいや役割を持つことが

介護予防につながる。こういったことが非常に強調

されております。これまでの介護予防と言いますと

どちらかというと機能回復訓練に偏りがちなところ

があり機能回復してもそれを生活の中でうまく取り

入れられていないというふうなことから、結局元に

戻ってしまうという状況があったかと思います。 

 

例えば腕の上げ下ろしができにくいそういった機

能回復訓練をすると洗濯物を干したりするのが楽に

できるようになるといった目標があると機能回復訓

練などもすごく生活につながっていきやすいと思い

ますが、機能回復は機能回復、生活は生活というふ

うなところになっていたために今後はそういう継続

できるような生活に取り入れていくというふうなこ

とを予防というふうな形で位置づけをしております。

よって、その人のできることの場面、居場所や出番

づくりを意識して行っていくというふうになってお

ります。今までの介護予防と言いますのはその方の

心身の状態に応じて元気な方は一次予防、要介護状

態になるリスクの高い人が二次予防という形で区別

して介護予防教室などを実施しておりましたけれど、

これからは区別をせずに要支援や二次予防事業の対

象となる方も参加できるような住民運営の場にして

いく、住民運営の場を充実させていくそのためのひ

とつの方法として住民運営の通いの場にリハビリ職

を派遣して要支援の状態の人も参加ができるように

ということで地域リハビリテーション活動支援事業

というものが新しい事業として位置づけをされてき

たことになります。 

 

こちらは国が示す、地域リハビリテーション活動

支援事業の概要になるわけですが、真ん中に書かれ

ておりますリハビリ職が地域包括支援センターと連

携して住民運営の通いの場のほか通所であるとか訪

問、地域ケア会議やサービス担当者会議に出席して

介護予防につながるような適切なアドバイスを行う。

こういったことでより効果的な自立に向けた支援が

可能になるというふうなものになっております。続

きまして津市の高齢者数の状況などについてお話を

させていただきたいと思います。 
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まず津市の高齢者数は 8 月末現在の数字ですが

77,744 人、約 7 万 8 千人で 27.4％の高齢化率とな

っております。団塊の世代が 65 歳以上になられた

ために伸び率の幅は減少しているわけですが、今後

平成 29 年度までは伸びは緩やかになり、平成 32 年

度くらいからは減少していくというふうに推定をさ

れております。 

しかし 65 歳から 74 歳までの前期高齢者数と 75

歳以上の後期高齢者数を比較してみますと、現在は

500 人ほど後期高齢者数が多い状況ですが、平成 37

年度には高齢者数全体の数は同じでも後期高齢者数

が 1 万 4 千人も多い状況になってきます。高齢者の

内で介護認定を受けている要介護認定者数は約1万

6 千人というふうになっております。ここ数年の認

定者の推移を要支援、介護の軽い方ですけれども、

要介護と比較すると要支援は 17％、要介護は 5%と

いうふうな形で要支援の方が著しく増加しておりま

す。これは全国的にも同じような傾向ですが高齢者

の一人暮らしであるとか、高齢者夫婦の世帯が増え

てきておりますので軽度の方であっても早くから介

護サービスを必要とする方が増えているというよう

な状況を表しております。 

 

続きまして真ん中の表になりますがいきいき健康

チェックリストの実施状況このいきいき健康チェッ

クリストといいますのは、介護認定を受けていない

人に対して厚生労働省が定めた 30 項目の健康と生

活状況の問診を郵送によって聞き取りを書いていた

だいて健康のアドバイスとともに一次予防と、二次

予防の介護予防の教室の案内を行っていたものです。 

要介護の状態になるリスクの高い二次予防の対象

者ですが平成26年度では11,172人という数が抽出

されてきていますが、実際の教室の参加につきまし

ては 634 人ということで約 5%にとどまっている状

況です。そしてふれあいいきいきサロン、住民の方

が自治会単位くらいで活動してもらっているもので

すが、こちらの状況を少し見てみますと、平成 26

年度津市内 278 か所で開催されております。これは

社協の方で関わっていただいておる場所数ですので

実際はもう少し多くのところで開催をしていただい

ていると思います。回数等参加人数が若干 25 年度

と26年度で減っているような状況ではありますが、

各地域でいろんな住民主体の活動をしていただいて

いる状況にあります。 

 

8 月に地域の人に対して介護保険制度の改正とか

地域で取り組んでみえる住民主体の活動について課

題などを聞かさせていただくという機会を持ちまし

た。その中でサロンの課題については開催場所の問

題であるとか主体的になってもらう人の問題、参加

者とか企画内容というような形でいろんな課題をい

ただいてそれに向けた支援を今後考えていく、今社

会福祉協議会と協議をしているところです、そもそ

もなんで介護保険制度の改正とサロンが関係あるん

ですかというふうなことを言われる方も何人かいら

っしゃいました。先の先生の質問にも介護保険とか

介護予防というと元気な人にとってはすごく嫌なイ

メージがあると言いますか、自分たちは介護保険を

使わなくてもいいようにしているのに介護保険は全

然関係ないよということであったりだとかサロンと

いうのは介護予防じゃなくてみんなとお話しする、

ゲームをしたりする楽しみの場ですよと介護予防の

ような体操とかしていませんよとか言われる方が結

構多かったんです。健康づくりというような言い方

をすると入っていきやすいということになるわけで

すが、もう少し話をしていくと地域のサロンに毎週

であったり月に2回であったり行くことは生活に張

りがありますよねとか行くと地域のいろんな人たち

とのつながりが持てますよねとか、さらに休みの人

がいらっしゃると今日はあの人来ていないけどどう

したんだろうな？という話の中から帰りに寄ってい

こうかという話が生まれてきたりということで、何

でもないおしゃべりの場なんだよということなんで

すが、話をすると言っていることと私たちが考えて

いることって一緒なんですよねということが言える

わけです。こちらから介護予防のとなると、え？と

いうような話になってしまいまして住民の方と話を

するときというのは自分たちの思っている言葉と地

域の方が感じていることというのはすごく差がある

んだなということをさっきの認知症カフェの話では

ないですがすごく実感しました。 
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津市の方ではふれあいいきいきサロンというもの

がすごく地域づくりに役立っていますし、地域づく

りの土台となっているものというふうに考えており

ますので新しい総合事業というものは新しく何かを

始めるというのではなくて今あるものをもっと楽に

というかしっかりと継続してもらえる皆さんがやっ

てもらっていることはすごく良いことなんですよ。

大変な思いをしてもらっていたら嫌ですよね？何か

嫌なことを一緒に解決できるといいですよねという

ふうな感じで、受け入れていただいていればいいな

と思っているところです。 

 

さて、地域リハビリテーション活動事業の導入の

経緯についてお話させていただきたいと思うのです

が、実は昨年度私は介護保険の担当を初めてさせて

いただいて、制度改正だと言われてどうしたらいい

んだろうというような感じだったわけですけれど、

新しい総合事業をいつから始めるのがいいのか？津

市は平成 29 年からと決定しましたが、いつから始

めるのがいいのかというところに議論が集中してし

まい迷いとか焦りを感じながら、結局できることか

ら始めようというのが介護予防担当者との一致した

意見でした。 

 

そんな中で以前から関わりのあった三重県理学療

法士会の先生に実施に向けた相談をして具体的な支

援内容の検討を始めました。理学療法士の方が 2 名

住民運営の場に定期的にかかわって身体障がいがあ

ったり、ちょっと腰や肩が痛いというような方であ

っても無理なく参加ができる運動を指導していくこ

と、そして理学療法士さんが関わらないときであっ

ても同じように運動ができるようにということで津

市が以前から介護予防教室で行っていました 10 種

類のストレッチの運動、店頭の予防であるとか生活

面で服の脱ぎ着をするのにここの筋肉はこんなふう

に役立っているんですよというような解説がついて

いるんですけれど、そのような 10 種類の運動がビ

デオになって椅子で座って行うバージョンと床です

るバージョンの各30分の内容のものをDVD化しま

した。 

 

次に通いの場の選定ですが、まずは住民運営の通

いの場であることこれが一番大きな条件です。定期

的に開催をしている。週 1 回開催しているところは

なかなか少ないので月2回とか月1回とかいう形で

定期的に開催をしている。あとは運動できるスペー

スがある。DVD が見られることというふうな形で

地域包括支援センターと相談して4か所を選定させ

ていただきました。やはり市の予算と理学療法士さ

んの会員の人数のこともありますので、今年度は 4

か所という形で選定をさせていただいたわけです。

4 か所の選定にあたっては今日も来ていただいてい

る方がいらっしゃいますが、どこも代表者の方がと

ても意欲的で参加者もモデルになるということはと

ても良い反応をしていただき実施という形になりま

した。 

 

まずは体力測定、1 年間のうち 5 回かかわってい

ただきますが、1 回目と 5 回目にこういった 4 つの

体力測定を実施しています。体力測定は自分自身の

状態とか効果とかが分かるのはすごく励みになりま

すので、まず体力測定をする。真ん中のところは理

学療法士さんが入られた4回目のものですが活動の

状況を見させていただきますと大体いつもサロンで

の活動は 2 時間くらいで、1 時半からスタートして

大体 3 時半に終わるんですが、やはり理学療法士さ

んが来てくれるなら何か健康の話をして欲しいなと

いうことで、理学療法士さんが来てもらえる時には

まず何か話をしてくださいという形で大体1時間話

をしてもらって、その後、質問などが次から次に挙

がって、すぐに聞ける気軽に聞けるということが有

り難いというふうなことを言ってみえました。 
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その後 30 分の体操、DVD のスイッチを入れて皆

さんが体操をされますが、その周りを理学療法士さ

んがちょっとアドバイスをしながら話をしていただ

いているというふうなことで体操が終わった最後に

は全体的な感想と皆さんの励みになるような言葉を

うまく伝えられて、これからも頑張っていこうとい

うふうな感じで体操が終わります。 

 

そして最後にみんなで歌を歌って終了というふう

な流れになっております。この日参加者の方に体操

を始めるようになってどうですか？と聞きましたら、

体操の中で足を上げるというような動作があって私

自身結構きついよなと思いながらさせていただいて

いたのですが、参加者の70歳後半以降の方が多く，

最初は大変だったけれども自然とできるようになっ

てきたんですよと実感してその事が凄く嬉しいとお

っしゃってみえました。代表者の方に皆さんの様子

を聞くと、今年は理学療法士さんが来てくれますよ

ということで新しい参加者が増えたとか要支援の認

定を受けてみえるかなというような方も参加してい

ただくようになったということで、すごく活気が出

てきたというお話でした。 

 

ちょっと最初に話を忘れてしまいましたが、7 月

から実際に始まっており5月に理学療法士さんの会

員30人に方に対して講習をさせていただきました。

その時に理学療法士さんの会長の挨拶がこれから私

たちはもっと地域にどんどん出て行って活動の場を

広げていく必要があるという言葉が私にとってはす

ごく力強いものに感じました。講習に参加いただい

た理学療法士さんにもどうですか？これからやって

いけそうですか？というお話を聞きましたら、病院

とか施設というのは1対1で接しているわけですが、

こういった 20 人くらいの場で行うのは初めての経

験になるので挑戦ですよというような感じでとても

意欲的にやっていらっしゃいました。4 回目お話さ

せていただいた時も地域の方と顔なじみの関係がで

きておりまして、すごく良い雰囲気だったように思

いました。 

 

これからの活動の展開ですけれども、今年度につ

きましてはこの4か所の報告会をさせていただきた

いと思っております。すごく意欲的な団体の方です

ので、是非自分たちの感想などを言う場を持ちたい

ということもあって、通いの場のようにたくさんの

方と行うメリットであるとか継続の効果を実際に実

感していただいた方から言っていただくというのが

何より各地域の情報発信になると考えています。 

 

平成 28 年度につきましては、この 4 か所は回数

は2回程度になりますが引き続きの支援と新たに何

か所かを選定しようというふうに考えています。今

回は理学療法士ですが専門の人たちをもう少し増や

していく。例えば二次予防の教室で口腔とか栄養な

どもやっておりますが、教室ということで募集をか

けると口腔などは少ないですので地域の方へこちら

から出向くという形でやっていければなと思ってお

ります。 

 

平成 29 年度につきましてはさらにデイサービス

とかホームヘルプサービスとかそういったところに

も参加をさせていただき介護予防の維持とか継続に

つなげていきたいと思っております。 

終わりにということでメダカのイラストを載せま

した。サロンの代表者の方がこんなことをおっしゃ

ってみえたんです。自分たちはメダカの歌と同じな

んですよ。歌詞に二つ意味があってメダカの学校は

川の中ということで自分たちは川の中しか知らない。

だからもっと新しいことをどんどん知る機会を持た

ないといけないんですと言われました。 

 

もう一つは誰が生徒か先生かとあってこの集まり

には先生も生徒もないこれでいいんですよとみんな

が集まってきてなんでもいいから教えあいをしたら

いいんですというふうに言ってみえました。自分自

身に置き換えてみると行政は委託に出している業務

が多く地域や現場のことが分からない、地域に飛び

出してみれば新しい事業といっても既に地域ではい

ろんなことを取り組まれてみえます。市はサロンに

力を入れていこうと今言っていますが地域ではサロ

ンだけではダメなんですよ。サロンに出てこない人

が問題なんですよ。生活の支援をしていかないと地

域で暮らしていけないですよというふうなことを言

われて既に地域では見守りとか助け合いの取り組み
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をしているところがあり制度が後追いになっている

と感じているところもあります。 

 

国の資料の中で地域の実情に合わせてという言葉

が何度も出てきますけれども行政がもっと地域の皆

さんにこんなふうにして下さいというものではなく

て、地域の皆さんは地域に応じたやり方でしようと

していますし、その力があると感じていますので地

域の皆さんや地域の団体、社会福祉協議会とか地域

包括センターなどの関係機関、そして市とこれらの

ものに上下関係はなくてそれぞれの力の立場を発揮

できるようにもっと意見を聞いて、出して、吸収で

きるようなこういった横のつながりをもっと一緒に

進めていきたい、市はみなさんの思いを形にしてい

きたいと考えております。ご清聴どうもありがとう

ございました。 

 

 

＜増田＞	

興味深いお話をいただきました。最後のめだかの

学校というのは、そういうフラットな居場所づくり

を地域の中につくっていけばということでしょう。 

さて、以前は「ピンピンコロリ」と言っておりま

したが、健康寿命を延ばして人に迷惑をかけずコロ

ッと行けばいいではないかということを推奨した時

期があるのです。この言葉を使わなくなったのは、

どこか生命の尊厳を傷つけるような含みがあり、家

族が精一杯介護に尽くしていることを何か茶化して

いるような感じがあったからです。私もそう感じま

すし、最近は使わなくなってきました。けれども、

私たちはできるだけ元気で支えあっていきたいなと

いう気持ちはあると思うし、それにどう応えていく

のか、ということも大切だと思います。ところが、

今まで行政としては、介護予防のレベルでそれを考

えてきたようですが、それはあまり成功していない。

これが本物になるのは、市民自身がインストラクタ

ーとなって介護予防の教室を担うくらいにならない

と、これは本物にならないと思います。専門職が担

うとすれば、それはリハビリのイメージが強まって

いくからです。これから考えなくてはいけないとこ

ろかなと思いました。 

 

＜南条＞	

もちろん先ほど先生が言われたように専門職の部

分もそうですけれども地域にはいろんな資格とか特

技や知識を持った方がいらっしゃると思うんですよ

ね。そういうのであれば私もできるわというような

形で地域の人がもっと積極的に加わっていくそうい

うふうな一つのきっかけづくりをやっていければと

いうことですべてのところに専門職をというのでは

なくてやはり強いていうならきっかけづくりをやっ

ていくというふうな立場が大事かと思いますのでど

んどん広がっていったり皆さんの方から私こんなこ

とできるわということができるようなそういうふう

な地域づくりになっていけばいいなというふうに考

えています。 

 

 

＜田中＞	

名張市の地域包括の田中です。皆さん地域包括支

援センターってご存知ですか？ 

 

今日の参加者の皆さんは、民生委員さんが多数お

いでいただいているのと地域包括支援センターの職

員さんもおいでいただいています。 

 

 

名張市の地域包括支援センターは直営で１か所で

す。言ってみれば、私は行政職員ですが、行政にこ

んなおしゃべりなおばちゃんがいると面白いでしょ。 

先ほどお昼に喋っていたんですが、津市の場合は

雲出川があって伊勢湾に水が流れてますが、山を境

にして名張市ってどこだと思いますか。大阪湾なん

です。淀川水系なんです。でも津市の方がこんなに
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頷かれるということは、名張市は津市の中では特殊

なちょっと特異的な場所ということになるでしょう

か。そういう背景があって、名張市ではいろんな活

動を取り組んでいるわけなんですけれども、まず名

張市の紹介ということで名張市の歴史ということを

少し書かせてもらっています。地図も付けましたの

でその地図を見てもらえれば西の端だということが

分かってもらえると思います。 

 

皆さんは名古屋へ行くことが多くて近鉄も名古屋

線だと思うんですが、ところが私たちは大阪線なん

です。大阪まで１時間ですから。大阪の通勤圏とい

うことで昭和 30 年代の後半からちょうど大阪の万

博の頃です。山を切り開き団地を作って京都、大阪、

奈良からいっぱい来てもらって、住み始めたところ

が名張市なんです。津市から見て名張は西の端、こ

のまわりに伊賀市があってもうちょっと行くと甲賀

忍者の甲賀市、京都、お隣は奈良です。そして次は

大阪なんですよ。直線にすると 80km ほどですから

大阪からの転入者がすごく多くて、今、何々ヶ丘と

か地域の名前がついていますけれど、名張市はもと

もと 3 万人口でした。ピーク時は 8 万 5 千人なので

5 万 5 千人が、大阪、京都、奈良から転入した新し

い住民の方々です。 

 

その方々と昭和 40 年代からずっと一緒にさせて

いただいていて、一番若いのが百合が丘といって、

これが昭和の末から平成の初めくらいに開発された

団地なんです。直下型で、5 万 5 千の人口が急激に

増えたということは、同じ世代の方が一挙に入居を

されましたので、名張市は一時はすごく若い市だと

言っていました。しかし、平成 27 年 7 月 1 日現在

で高齢化率が 27.7％。国の方は 2025 年問題といっ

ていますが、名張はそれより 2,3 年早くもっと高齢

化が進むだろうと言われています。 

 

そうはいっても住みやすい街なので住民の皆さん

は、平成 14 年の時に市長選で市町村合併するかど

うかで揉めたんです。その後、現市長が住民投票で

「お隣の伊賀市と合併しますか？それとも名張市と

して単独で行きますか？」と問いました。6 割の人

が投票されてそのうちの7割の人がしませんといっ

て合併を選ばなかったんです。十年たってエライ目

にあいました。国からの交付金がないんです。お隣

の伊賀市や津市もそうですね。合併特例債とかいろ

いろ、合併したところは国がいっぱいお金をくれる

んです。この間の東日本の震災などで国も貧乏にな

ったら、合併しないところは裕福なんだからお金を

あげない、というので本当に四苦八苦しています。

そんな状況で名張は直下型でこれから高齢化が急激

に進んでいくところです。 

 

次にゆめづくり地域交付金の話です。何で皆さん

交付金の話を地域包括ケアのところでしゃべるのか

と疑問に思うでしょ？しかしここがミソなんです。

地域づくりって一体なんぞやということなんです。

国が方針示して法律出してきてそれに従ってやって

いくんだ、それは行政として当たり前のことなんで

す。しかし、地域をどのようにしていくかを考える

のもまた行政の役割なんです。 

 

それで名張市はいったい何をしたのかというとこ

ろから聞いてほしいんです。名張市は地域単位でゆ

めづくり地域交付金というものを交付しました。そ

れは、今の亀井市長になった時に財布を開けてみた

ら、なんと市の財布は空っぽだった。そうして「こ

れからどうしたらいい？」ということが問題になっ

たわけです。では、名張市はどうしたか。ここで地

域予算制度というものを考えたんです。まちづくり

を住民自ら考え、自ら行うことを目指したんです。 

 

市民参加とよく言いますが、市民が参加しようと

思ったら、行政に市民が参加するための方法ってあ

りますか？民生さん、民生活動をされていて市へ参

加したっていう意識ってありますか？持てないです

よね？なぜ持てないか？それは市から言われたこと

をやっているから。お願いされてやっているから。

自立的、主体的なまちづくりを推進するということ

がどこにあるんでしょうか？それを名張市の方では

もともとお金がないというのもあるんですが、地域

づくり組織という基盤をしっかり作ること、そして

その活動を支えるためには交付金というお金を渡す

こと。そしてそのお金は使い道が自由であること。

今まで市が地域に対してするときは補助率とか事業
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の限定とかいって事業のための交付金というものは

やったけれどもそういうものを取っ払った。ただし

住民合意でまちづくり事業を実施すること。ハード

やソフトは問わない。宗教政治活動には使用しない

ということは当たり前です。こういうゆめづくり交

付金というものを考えました。その財源はどうした

のか？それまで、資源ごみの集団回収だとか、地域

の婦人会や子供会の助成とか敬老会とか行政の中で

いろいろ縦割りで出していた補助金を一括りにした

ら、地域向けに出していた補助金が、平成 14 年当

時名張市では 3,800 万あったんですが、それを一切

やめた。敬老会やめてどうするのかと非常に怒られ

たんですが、その代わり一括交付金として、一つの

地域単位で約 5,000 万円これを地域に渡しました。

無茶なことをするでしょ？住民の方、5,000 万円も

らってどうして使いますか？当時、地域づくりを頑

張っていただいた人たちに聞いたら、「私たちは苦労

した。市はお金をくれるのは良いが、私たちにどう

しろというんだ」という話を今になって聞きます。 

 

そうして、もう一つやったのが、区長会の廃止で

す。各地域 150 くらいの小さな基礎コミュニティ、

皆さんのところだと町会というのかな？町会が集ま

って自治協議会とか呼んでいる組織があると思いま

すが、そこに市から委託した区長さんという人がい

ました。区長は市が委嘱するので言えば行政の末端

組織みたいなものなんですが、それらの人が集まっ

て区長の幹事会があって、それが市、行政との橋渡

しみたいなことをやってくれていたんですが、先ほ

どの写真にあったように名張市には何々ヶ丘とか

何々団地みたいなところには自治協議会というよう

なまた別の組織があって2重構造になってややこし

かったんです。ですから 50 数年続いてきたんです

が市が委嘱している区長さんを止めましょう。地域

の組織をスッキリさせてしまってあくまでも対等な

立場で行きましょうということがあったので、地域

の代表者となりました。市が委嘱するんではなくて、

そこの地域の代表者は誰ですと市に届けてもらうよ

うになりました。そして、ゆめづくり交付金という

のは基本額に加算で人数割りや特別加算とか中山間

地にはちょっと加算しましょうとかそういうものを

付けた形で、地域の中で自主的に運営する地域づく

り組織というものをまとめあげました。ですから地

域によってはまち街づくり組織と呼んでみたりいろ

いろ名称があるのでちょっと混乱するかと思うんで

すが、基本的には地域づくり組織というものを小学

校区に等しくほぼ 15 地域にこういう組織を作りま

した。その仕組みといいますのは、住民が参加する

ための総会、その下に会長がいて理事会とか役員会

とかいろいろ呼ぶんですが、それと各部会、健康福

祉部会や青少年部会そういうふうな部会組織になり

ました。理事会があって会長がいて、その上で総会

をして住民たちの合意形成をするこういう組織をし

っかり作ったんです。そこに参画するためには地域

の区や自治会の役員さん子ども会や老人会、女性会、

地域の中にはいろいろな団体がありますのでそうい

う方たちがこういう部会組織をもちまして、自分た

ちの地域づくりの中で意思決定機関をはっきりとさ

せまして市内各 15 地域、それぞれが各こういう組

織がある中で、15 地域の代表者が地域づくり代表者

会議というものを持ち、市といろんな話し合い協議

の場を持つというのがこの代表者会議の流れです。

ですから名張市で何か事業をしていこうとなった時

に、直接そこの地域に入っていくと一番まずいんで

す。やはり代表者会議の中で地域のあり方を問うた

中で進めていくということが今やられています。 

 

そして次に第3ステージで地域ビジョンというも

のがあります。津市さんも一緒だと思うんですが市

には総合計画というものがあります。市が目指す将

来像。住民合意の下でどういう市を作っていきたい

か。それは市が作るんです。もちろん住民アンケー

トなどの意見は入れていくんですが、それとは別に

地域ビジョンといいまして自分たちの地域は将来ど

うあるべきかどうしていきたいか、それを先程の組

織の中でいろいろ議論をしてもらうんです。そこで

議論していただいたことが地域ビジョンとして策定

していただいたものを、市の総合計画の中に位置づ

けるんです。ですので、先ほどのゆめづくり交付金

プラス地域ビジョン達成のための費用というものは

また別に資金が出るわけなんです。そのような地域

を耕して土台を作っていくことに名張市は 10 年間

かけてきました。 
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「まちの保健室」という言葉お聞きになったこと

ございますか？あまり反応がないですね。これは何

処にもありませんから。名張市が作った「まちの保

健室」です。最近、これに近い名前が静岡県の磐田

市にあるというので聞いてみたら内容は全然違いま

した。「まちの保健室」、そもそも行政は好きでしょ？

計画、計画、計画といっぱいあるんですがその中で

地域福祉計画というものを国が作れと言ったんです。

地域福祉計画って何なのよといったら結局、住民も

参加する中で自分たちの地域の福祉、あり方をどう

するか計画しなさいよというのが、平たく言えば地

域福祉政策で、説明の足りない部分は後で福田局長

が喋ってくれると思いますのでよろしくお願いしま

す。その地域福祉計画の中に地区保健福祉センター

という位置づけで先ほど申し上げた 15 の地域づく

り組織の拠点、皆さんもお金貰ってどこを拠点に活

動するのというと拠点ってなかなかないですよね？

民生委員さんなんて自分の家が拠点みたいなもので

しょ。 

 

名張市は各地域にあった公民館、市民センター、

市の持ち物であったところを地域づくりにお渡しし

たんです。そこの職員さんは地域の人を雇ってくだ

さい、その雇うためのお金も別に出しますよ。市の

ものなので修繕などのお金はかかりますけれど、そ

れは指定管理ということでまた別枠でお金を出すん

です。そういうふうに地域にお金と拠点を作り、あ

ともう一つ何が足りません？専門職欲しくないです

か？自分たちが活動して行く中でこれでいいんだろ

うか？不安になったり、これってどうしたらいい

の？と民生さんも日々悩みの尽きない日が続いてい

て、それを見守る会長さんたちベテランの民生さん

はフォローするのってとても大変でしょう？そうい

ったことがあるだろうということで地区保健福祉セ

ンターとして「まちの保健室」を平成 16 年の福祉

計画に入れて 15 地域に 3 年くらいの間に設置した

んです。 

 

ここは何をするところかというと保健と福祉の拠

点になりますので、当然地域づくり組織とも連携や

調整などを協働で一緒にやっていくこと、地域の

NPO やサークルなどいろんなボランティア活動が

あります。こういったところと連携していくこと。

そして直接住民さんとのつながりもあります。これ

らがもっとネットワークとして繋がっていかないと

いけない。当然市の社協さん、名張市には地区社協

がないんですが市社協がありますので、市役所や社

会福祉協議会、もっと様々なところ、当然お医者さ

んとの連携も出てきます。学校とも出てきます。こ

れは後で学校との繋がりとして説明させていただき

ます。こういった連携をしていくための、中心的存

在が「まちの保健室」なんです。地域の中にこうい

うプラットフォームができてしまうと割とやりやす

いんですよね。皆さんが駆け込んできてくれるんで

す。ちょっとどうしたらいい？と、当然ここは専門

職種で看護師、社会福祉士、介護士が結構多いんで

すがそういう資格を持った人がいるのと公的なとこ

ろ市が設置していますので当然、守秘義務がありま

す。だから安心して相談に駆け込んでもらえるんで

す。「まちの保健室」を随時整備していく中でそれま

で法律であった在宅介護支援センター、介護の専門

の相談機関ですが、これは縮小して最後には廃止し

ました。そこは介護の専門機関であって福祉や保健

といった視点とはちょっと違うので、あくまでもま

ちの保健室は福祉や保健の初期相談という形で地域

に置きました。これが平成 18 年度に介護保険制度

が変わって地域包括支援センターができた時に、名

張市の人口規模でいくと高齢者65歳以上の方が今、

22,000 人くらいいらっしゃるんですね。国の基準で

いくと 3 ないし 4 か所くらい、中学校区域でいくと

5 か所くらいは、この人口規模だと必要になるんで

すが、これが名張市が 1 か所の地域包括センターで
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15 のブランチのまちの保健室を動かしながら地域

に根差した活動をしていきます。 

 

そして次の地域福祉計画の策定では、私の思うと

ころは向こう三軒両隣これって大事ですよね。なん

だかんだ言って遠くの親戚より近くの他人です。近

所のおばちゃんの顔を見なければどうしたんだろう

と顔を見に行ける関係。そういったものを大事にし

ましょうねという小さなネットワークを大事にしつ

つその周りを囲む大きなネットワーク。これの形成

をしましょう。お金がない名張市ができるのは、目

指すのは「人は財産」だと、人を大事にしよう。人

づくりしよう。皆さん一人一人が地域のお客さんで

はないんですよ。自分でできることは自分でやりま

しょう。ちょっとお手伝いできることはやりましょ

うというコンセプトでネットワークづくりを進めて

きました。 

 

こちらの写真は「まちの保健室」の様子です。事

務所なんて本当にこんな小さなものなんです。ここ

に子供を連れたお母さんが「うちの子どれだけ大き

くなったかな」って来るんです。地域包括支援セン

ターのブランチといいましたが、名張市が目指して

いる総合相談は地域に住んでいるお年寄りだけを対

象にしているわけではありません。子育て中のお母

さんもいます。障がいを持った方もいます。いろん

な方いらっしゃいます。そういう方たちが敷居低く

気軽に来れるようにというのがコンセプトなんです

よ。ですから、ここの公民館の一室に簡単な事務所

を設けているだけだけれど、くるお客さんは千差万

別です。こんな狭いところでたまにぶつかると、来

たお客さん同士が遠慮するんです。「私、今日はそん

なに悩んでないから、この人の方が重大そうだから

この人の話を聞いてあげて」、で、その人は「また今

度来るわね」といって帰られる。お互いがお互いを

見守りあうんです。先ほども誰が生徒か先生かと言

われてみえましたが、誰が困っていて誰が困ってな

いか場面によって違うでしょ？今日の私の困りごと

は我慢できるけど、この人は我慢できないかもしれ

ないと思うようになれる、それを察するんですよね。

そのようなことが 10 年経ったらできてきました。 

 

先ほど言っていた学校との関係です。皆さん認知

症のサポーター養成講座のオレンジリングをお持ち

だと思います。あれも地域の方々を対象にというこ

とですが、これは小学校の授業の中で、この写真に

写っているのは「まちの保健室」の職員なんですが、

職員が認知症サポーターのキャラバンメイトの資格

を持っていて、そしてこのおじいちゃん役は小学校

の校長先生。校長先生なり切っていただいて、ここ

の学校、これで 3 年目なんです。学校の授業の中に

認知症サポーターの養成講座を取り入れていただい

ております。またこの上の写真ですが、これも子供

ばっかりでしょ？でも先生らしき姿がないですよね。 

 

これは学童クラブなんです。ここの地域では、地

域ビジョンの中で認知症のことを入れてあるので、

必ず4月5月に役員さんが代わると100人近い人数

になりますが、その方々に認知症サポーターの講座

をします。8 月の学童クラブの時には、これも「ま

ちの保健室」の職員なんですが、学童の子供さんに

認サポをします。ここも今年は 1 歩踏み出して、今

度は小学校 5 年生を対象としました。ここの地域で

は初めて小学校へ認サポに行きます。 

 

この写真はロコモ予防ということで市役所の健康

支援室がバックアップしながら、地域の方たちの中

でどんなことがしたい？、先ほどもありましたが、

3m 歩けることを目的とする機能訓練よりもノルデ

ィックしながら市内の自分たちの住んでいる地域の

ところの歴史を振り返ろう、というようなことで、

ノルディックで歩いたほうが楽しいですよね。ここ

の中で 3m 向こうに歩けて何が楽しいですか？それ

は歩けない人が 3m 歩けたら楽しいし嬉しいですけ

れど、それをもう一歩進めてみんなで和気あいあい

とおしゃべりしながら自分たちの地域を振り返ると

いうことがロコモ予防になっていく。こんな取り組

みも「まちの保健室」がやっています。もちろん「ま

ちの保健室」は初期相談ですし、その後ろには必ず

行政として健康支援室であったり包括であったり、

それぞれ関係のところがついています。そして、こ

の写真に写っている職員は嘱託職員で市の正規の職

員ではありません。では、彼女たち辞めずにこんな

大変な仕事ができるか、やはり彼女たち自身も地域
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から力をもらっているからです。お金じゃなくこの

仕事が楽しいと言って、よく頑張ってくれています。 

 

先ほども申し上げた総合相談。何が総合相談なの

かと言いますと、地域で生活していく中では、絶対

ないんですよ区切りが。そこをワンストップでどこ

が受け止めるか、その仕組みづくりがなかったら地

域包括ケアって進まないんです。高齢者だけが地域

に住んでいるのではありません。ですから形としま

しては、相談支援ということで外枠で書いているの

は、介護保険法で定めている地域包括支援センター

がしなければならない業務として書いているんです

けれども、その中にいる人材、専門職を見てくださ

い。社会福祉士、保健師と主任ケアマネージャー、

そして名張では「まちの保健室」、相談支援専門員こ

れは障害の方の相談員。こういった職種の人たちが

名張市の地域包括にはいるんです。全部で 17 人く

らいいます。この職員と「まちの保健室」には全部

で31人おりますので50人ほどの所帯ですがそれが

地域と連携しながら、先ほどの総合相談を目指して

いるんです。 

 

これ以外にも横に健康支援室ということでヘルス

部門を担当する地域の保健師もいます。そことも、

まちの保健室は密接に連携しております。 

 

また別の役所の機関では消費者被害、権利擁護の

ところから入っていくと消費者被害の問題がありま

すよね。振り込め詐欺とか、それも起こる場所は何

処ですか？被害にあわれる方は地域に住んでいる方

ですよね。特に高齢者だということで権利擁護も入

っていますけれども、それらに対しても市のほかの

部局にある消費者被害のところと連携しながら地域

の見守りをするわけです。そうなると包括支援セン

ターってすごく国から期待されているんですけれど、

実際に仕事をやってみると本当に大変なんです。地

域で生活する人のあらゆる場面に包括支援センター

はどこを切り口にしてもかかわっていく、対象が高

齢者だけでは総合相談の受け皿がなくなってしまい

ます。生活困窮の方が若い人と高齢の人であったら

どうしますか？民生委員さん困りますよね？若い人

なら何処へつなぎます？それが高齢者なら地域包

括？どうしましょうってなりますよね。そういった

ことが「まちの保健室」に寄せられた時に、包括の

方へ報告があがってきます。そして、じゃあどうし

ようかということが、この役所の中で話し合いがで

きるんです。もしくは、名張市は暮らし安心センタ

ーというところが社会福祉協議会の中に立ち上がっ

ていて、そこが生活困窮の方のことであったり、フ

ードバンクのことであったりそういうことは社協さ

んがしてくれています。ですからこの図の輪の中に

は示していませんけれど、示した以外にいっぱい専

門機関がついているんです。 

 

最後に地域の見守りということで、日本語は凄い

ですよ。地域の見守りと地域を見守るということが

あるんです。「地域の見守り」は、直接まちの保健室

の職員が行って「お元気ですか」という個別訪問も

やります。地域を見守るというのは民生委員さんが

活動されて、「あれ」と思ったことを相談に来てくれ

ます。それを見守っていく。ですから、民生さん、

こんな活動どうですか？もしくは一緒に同行訪問し

ましょうか？というようなことを通じて、地域を見

守るんです。地域で支えてくれる人たちを支える。

そういう役割もあるんです。こうやって地域でやっ

ていると、地域でも、もう有償ボランティア組織が

立ち上がってきているんですよ。この写真のエプロ

ンを付けたおじさん。地域のサロンなんです。ここ

に皆さんが集まれる場所を設けてある。たまたま写

真を撮りに行ったらおじさんたちがお茶を飲んで喋

っているだけ、だいたい民生さんがサロン活動をし

ていて悩まれるのが男性が来ない。参加者少ないど

うしましょう。ということなんですが、ここはコー

ヒー出すのもこの方、男性ですし、集まって見える

のも男性でここでいろいろお話をしている。有償ボ

ランティアの組織も名張市が当初建てた地域の集会

所をそのまま地域に払い下げして、ここを生活支援

のための事務所に使ってもらったり、ある地域では

仕舞屋を貸してもらってここで有償ボランティアの

事務所を構えています。ときにはコミュニティビジ

ネスで、この写真の奥に写っているのはサッカーの

山口蛍が通っていた錦生小学校、廃校になったんで

す。そこを地域の人たちが木の子の里・錦生生産セ

ンターとしてキノコを作っています。椎茸とかしめ
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じとか、それを名張市に「まちの駅」というものが

あって、そこに物産を売る場所があるのでそこへ出

荷したりするんです。ちょっとたくさんできたなと

思うと市役所に持ってきてくれるので私たち主婦は

いっぱい買うんです。こうして地域の中でコミュニ

ティビジネスが始まっている。この写真ちょうど上

手い具合にきのこの生産センターと一緒に撮れたん

ですが、コミュニティバスです。三重交通が撤退し

て廃線になりました。地域は、困りますよね。そう

したら先ほどの地域づくり組織の中で話し合いをし

てこのバスを動かしましょう。有償ボランティアが

ないところについてはイオンの中に福祉まちづくり

センターというものを社協さんが運営してくれてい

て、同じように皆さん集まっていてお買い物ついで

にお年を召した方やら若い方やら一緒に世代交流で

すね、これはスクエアステップですね。三重大の重

松先生が頑張って言っておりますが、認知症予防の

ためのスクエアステップの教室をやってみたりだと

か、子育て世代のお母さんたちが集まってみたりだ

とか核となるところがショッピングセンターの一部

を借りることによってできています。 

 

名張市の地域包括ケアシステムというのは、2 年

前になるんですが同志社大学の永田先生が本にまと

めてくれたものがあって、まちの保健室の取り組み

を紹介してくれています。 

 

今日は民生委員さんがたくさん見えているという

ことで、実はこのパワーポイントもうちの民生さん

が作られたものをそっくりそのままお借りしてきま

した。これは名張地区の民児協の活動について、ず

っとあと 30 枚くらいスライドがあるんですが、す

ごく丁寧に作ってもらっていて、それぞれのところ

を見ていただくとご理解いただけると思うのでこれ

はまたご覧ください。要は、地域包括ケアというの

は誰を対象にやっていくものか？それを担っていく

ものは誰か、その原点について今一度考えるべきで

はないかというのが名張市の考え方です。名張市の

市長は、これだけ有償ボランティアがあれば新しい

総合事業の中で生活支援サービスをするのに住民主

体のサービスに結び付けられるんでないかと言うん

ですが、そうじゃないですよね？やはり住民が主体

となって必要と思って立ち上げてきたものを行政的

な枠組みの中に無理やり押し込んでしまうと住民さ

んやめたとなったらそれで終わりでしょ。何の責任

もないのだから。行政は責任があって事業として進

めていかなくてはいけないけれど、その担い手とな

る人たちにはしっかりした意識を持っていただいて、

自分たちも担い手でありいつかは利用者になってい

くその順繰りができるような循環的なシステムをし

っかりしたものを構築しないと、今あるからすれは

すぐできるとは考えていません。 

 

今、名張市が取り組んだという総合事業のメニュ

ーを別でお配りさせていただきましたが、その中身

というのは今まであった既存のものをちょっとリニ

ューアルしただけです。それは大したことはないん

です。これに何の意義があるかというと早く始めた

こと。こんなものは早く始めてお試ししてみないと

何が起こってくるかわかりません。市長は 4 月から

といったんですが、ちょっと待ってください、いく

らなんでもそれはちょっと早いですと言って、10 月

開始なんです。でも 10 月になって住民さんに聞い

たって「何が変わったんですか？」「いやどこも変わ

っていません」という話です。人は変化を望みませ

ん。しかし確実に変わっていきます。その仕掛け仕

組み、それを何時どういう機会でとらえて発展させ

ていくか、というところが仕掛けづくりなんです。 

 

国が言ったことをそのままするんじゃなくて、名

張市の場合はこうやってお金がないというところを

人は財産なんだというところに置き換えて、自分た

ちの強みとして 10 年かけて築いてきました。だか

ら総合事業に切り替えるときだってそんなに悩まな

くてもよかった。これからの悩みの方が大きいです

よ。こうやって今まで住民の方が築いてきたものを

いかにもう一歩進めた形で自分たちの暮らしと結び

付けて考えていけるようになるのか。もしそれがだ

めだったらまた違う方法を市は考えていかなければ

ならない。そんなふうに考えています。ちょっとと

りとめのない話になって申し訳ありませんでした。

以上です。 
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＜増田＞ 

ひとつ質問ですが、いわゆる地域ケア会議という

のはどんな形でおやりになるんですか？ 

 

 

＜田中＞ 

地域ケア会議につきましては、個別の会議につい

てはしています。ただ地域づくり組織の中に問題点

として挙がってくると生活課題がそのまま住民の中

で取り組んでくれているのでそれが有償ボランティ

アであったりコミュニティバスであったりするんで

す。会議をわざわざしなくても地域づくり組織の方

がやってくれています。 

 

 

＜福田＞ 

菰野の社会福祉協議会の福田と申します。よろし

くお願いします。今日は地域包括ケアのあり方を考

えるということでお題をいただいたんですが、菰野

町の場合は、先ほどの名張市さんも言われましたよ

うに 10 月から、地域包括ケアのスタートとはいけ

ないですが、要支援の方々を支えるよく似た住民互

助活動を中心にスタートをしております。 

 
 

三重県では桑名市さんが4月からスタートをして

おりますので、このお話をいただいた時に菰野は平

成 29 年の最後の年にしかスタートしませんよと言

っておりまして、まだ内部で調整中でしたので、何

も喋れませんよとお話したのですが、社会福祉協議

会の立場の考え方をぜひとも言ってくれというお話

でしたので、皆さんの期待とは違う部分があるかも

しれませんが少しお話をしていきたいと思います。 

皆さん津の人は菰野町ってご存知ですか？名張も

そうなんですが、菰野町も合併していないんですよ。

財政的には非常に厳しい状況です。どこも厳しいで

すが、より、国の支援がいただきにくいところです。

ただ菰野の場合はありがたいことに財政厳しい中で

も社会福祉協議会に対するご理解は高く、それなり

の予算を受け職員も確保されているということで、

ボランティア活動や民生委員さんのバックアップが

こなせています。ところが今日午前中に増田先生が

お話されたように社会福祉協議会が本来しなければ

いけないような事業が地域包括ケアの要なんですが、

多くの社会福祉協議会は財源的なものを失ってしま

って、ただ職員を雇って進めていくためには、介護

保険事業だけしかできないところも出てきて、なか

なか地域福祉がこの 10 年以上進まなかったという

のが実態かなと思います。違う意味で地域福祉の失

われた 10 年と感じております。 

ただ、そんな中でもなんとかコツコツと地域の住

民の方々の活動を支援し、真摯に一人ずつ個別の困

りごとを何とかしていこうというところで取り組ん

だ社協が紹介されているような状況です。名張の隣

の伊賀市社協さんなども全国規模で非常に有名です。 

 

社会福祉協議会って多くの方が役所の一部と思っ

てみえる方が多いので、ちょっと整理をしておこう

と思います。社会福祉協議会、一般的には社協と呼

ばれています。今日おいでの民生委員さんなどは福

祉のイメージがあるかと思いますが一般のシャキョ

ウといえば、筆の写経だったり、教育関係の社会教

育だったりを思い浮かべるのではないでしょうか。 

 

社会福祉協議会って実は字で書いたそのものずば

りで、「社会福祉のことを協議する会」と私などは説

明しやすいのでそう言ったりしています。もともと

はここに書いてあるように協議＝話し合う、住民の

方々や福祉の関係者、そして役所も入って自分たち

の幸せをどのようにしていくかを協議する。そうい

うことが原点なのです。それがなかなかその原点が

うまく機能しないので、ある意味、今回の地域包括

ケアの会議とかでいろいろな話が出てきているのか

なと思います。 
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もともとあった組織で一般の住民の方が地域で暮

らしていくためにどうしたらいいだろうと協議をし

ながら足らない部分はそれぞれが力を出せる部分で

何とか工夫、検討をし、実践をしていきましょう。

まさしく話し合って、実践してみてその実践者はお

金で雇うということばかりでなくて皆さんの持ち寄

りであり、とりあえずこういう仕組みができたので、

これは継続的にどうしても必要なので役所にお金を

出していただいて事業にしてもらえませんか？と制

度にしていく。例えば菰野町などは、私の入局前で

すからもう 30 数年前の話しですが、お風呂を持っ

て行って入浴してもらう訪問入浴スタートエピソー

ドをお話します。 

 

地域で寝たきりの方、昔はベッドはありませんか

ら 5 年も 10 年も布団に寝ているが実際は病気では

ない寝かせっぱなしの方、これが昔の寝たきりの方

です。寝てしまったら肩が上がらなくなるし、お風

呂も入れなくなったというんです。それでそういう

方たちを何とかお風呂に入れたいという地域の方々

がいて、例えば婦人会の方が話を聞いてこられて、

何とかならないだろうかと、たまたま社会福祉協議

会に話があり、そうしたら一度みんなで勉強して、

布団の横にビーチプールみたいなものを置いて中に

入れてあげたらどうだろうというアイデアから菰野

町の訪問入浴は始まりました。だけど昔ですから寝

たきりの人をお風呂に入れて死なないか？という声

もあったので研修しょうとなり、日本赤十字社の家

庭看護法というものをみんなで勉強して、年に1度、

風邪をひかせてはいけないので夏の暑い日に入浴し

てもらいました。そして 5 年分の垢を落としすぎる

とこれも風邪をひくからあまり洗ってはいけないと

実施したそうです。当時 30 年前はそのような感じ

でした。 

でも、お風呂に入れるにしても健康チェックが必

要だよなということで、保健師さんに出向いていた

だいて、そして保健師では判断できないということ

で主治医の先生にもお願いしてそうして始めたのが

菰野町の訪問入浴のスタートなんです。それからこ

んなに面倒くさいビーチプールを1回1回開かない

といけないので何か良い方法ないかとなった時に

24 時間テレビが始まったころで欽ちゃんが司会の

頃ですが、そこでそういう福祉の車をあげることが

できるよという話を聞いて社会福祉協議会の名前を

使ってもらい、そうして介護保険が入るまでは、ボ

ランティアの方と運転手は私がやっていました。そ

して専門職はいるので、看護師さんは後々雇う形に

なりましたが、当時は保健師さんに来ていただいた

り、施設の看護師さんに来ていただいたりというこ

とでそれこそ地域のお医者さんにも電話一本で状況

を判断してご意見をいただけるよう了解をいただく

ということを毎回繰り返して、最終的には毎日。昔

は夏の暑い日だけだったんですが、だんだん慣れて

きまして冬も行うようになりました。最終的には介

護保険が始まって、しばらくはボランティアの方も

手伝っていましたが、いわゆるお金儲けのイメージ

がするわけで、先ほど有償ボランティアという言葉

も出ておりましたが、ボランティアの方も無償で来

ていただいていたのですが社会福祉協議会の儲けに

対しては私たちはちょっと抵抗があるとのことで辞

めるわということもありましたし、それよりも難し

いのはボランティア組織で和気あいあいとやってい

ると守秘義務を極力守りましょうというだけで完全

に守られていなかったということもあり、やはり専

門職集団でやりましょうとなりました。 

 

介護保険が始まった時に地域の助け合いで、それ

こそその当時の有償ボランティア、有償という言葉

は私もボランティアをやっているのでちょっと抵抗

感があってボランティアに有償はないので、あくま

でも住民参加型在宅福祉サービスという言葉にして

わりと広がっていたんです。午前中も生協さんがお

っしゃってみえた暮らし助け合いの会など、いろい

ろとしてきた中で、介護保険が入ったら本来できな

いはずのサービス内容まで介護保険サービスで全部

するようになって、住民参加型在宅福祉サービスは

廃れていってしまった。今もありますが非常に少な

くなっています。 

 

そして今更ながら財政が厳しい、専門職も少なく

なっていくので、一億総活躍だとかいっていますが、

また住民の方々の力も借りてやっていきましょうと

いうことで振り戻したわけです。 

 



 

 

- 28 - 

 

そういう住民活動から、実際には訪問入浴もボラ

ンティアの助け合いから本来の行政のサービスへ発

展していったんです。こういう働きかけをする機能

が、実は社会福祉協議会にはあるんです。社会福祉

協議会というのは、もともと役所から組織化された

ところが多い。本当は住民の方々から作っていくの

が本当なのですが、制度上でできたということもあ

って、菰野などでも法人化したのが昭和 52 年です

からその当時職員がいるわけではないということで、

役所の方が管理監督をしながら、我々みたいな職員

を雇って育つまで行政管理下に置かれて仕事をして

きた。 

 

介護保険が始まるまでは 80 数パーセントは公費

で運営されていましたから、当然役所が出したお金

のとおりやってくださいと、役所のするべき仕事を

あなたのところへ任せますから役所の仕事をやって

下さいみたいな形ですから、皆さんから見れば役場

の市役所の職員さんでしょ？局長さんとか課長さん

とかみんな役所から出向している役所の職員さんで

すからあまり変わらない。菰野も町長さんが会長さ

んでしたから、確かに私たちは民間の身分で公務員

ではないのですが、でも基本的には役所でしょ、と

いわれます。 

 

本来は社会福祉法人ですので民間団体で住民の

方々、福祉関係者、それ以外の人たちも協力して作

った話し合うための団体で、実践するときに事務局

がいるねということで事務員やワーカーも必要では

ないかということで雇われたという形ですので、本

来は役所の仕事とはまた違う仕事。かといって本当

のお金儲けのために作った株式会社とは違う動物で

言えば泳いでるけど魚じゃない、飛んでいるけど鳥

じゃないみたいな中間的な極めて微妙なところにい

る団体です。そんな中で菰野町では町長さんが、会

長をするのは主体が役所になる。がんじがらめでは

いけないので社会福祉協議会に行政はトップとして

参画しない。ということで抜けらました。本当は役

員まで抜けたので非常に困って、役所も入って協議

をする会ですのでと言って戻ってきてもらいました

が、現在は理事及び職員ともに行政職員はいません

ので極めて民間的な形で柔軟に動ける。だけど極め

て公共的な仕事ということでのコンプライアンスを

守りながら住民の方々の話を聞きながら地域包括ケ

アのしっかりとした仕組みづくり向けて今進んでい

るところです。 

 

社協にはいろいろ部門がありまして地域福祉部門

というものが、それこそ皆さん民生委員さんの方々

の支援をしたり、住民の方々の困りごとを聞きつけ

てボランティアの方が助け合える仕組みを作ってい

く、それから助け合いなんていらないという方々も

たくさんおられますから、この中で一緒に生きてい

くためには助け合いや住民の方々自身も福祉のこと

を理解いただけなければいけませんよというような

福祉教育。若いところだと小学校や中学校でも体験

教室を開かせていただいています。こういう部門が

地域福祉部門。だから小地域ネットワークとかふれ

あいサロンとかを社協が始めて、現在は行政が少し

お金をついていますので、地域包括ケアでしっかり

とそれが受け皿にしなければいけません。そのため

にはもう少しお金がついてくると思うんですが、そ

んな活動をやっています。菰野町は 150 人くらい職

員がいるんですが、実際この地域福祉部門を担当し

ているのは 6 人しかいません。 

 

また福祉支援部門というのは社会福祉協議会は生

活福祉資金というお金も貸しています。当然取り立

てもするんですよ。取り立てはなかなか厳しいので

焦げ付いていますね。そのようなこととか、本来役

所がするべき仕事を請けて貧困等の相談業務。イメ

ージは相談や権利擁護をする部門です。サービスは

介護保険の在宅福祉サービスできちんとしますので、

それ以外の狭間の部分の方々や住民の方々の支援を

する部門です。そして法人を動かす部門と在宅福祉

部門の 4 つの部門に分かれていてます。 

 

現在、地域福祉部門については役所から補助金が

あってそれでまわしています。共同募金のお金が地

元に戻ってきた時にそれを資源にしながらボランテ

ィア活動や一人暮らしのお弁当事業などもこの部門

で運営しています。福祉のサービス利用支援部門は

ほとんどが本来の役所仕事ですから例えば役所がこ

の仕事 1000 万でやって下さいと委託という形でや
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っている。在宅福祉部門は基本的に自分のところの

事業ですから皆さんいろいろな法人でもやられてい

るようなサービス部門ですので、ここでプラスが出

ると職員の給与に跳ね返るわけではありませんので、

どうなるかというと、地域福祉支援部門のところや

法人を動かすための費用や役所から貰ったお金では

できない部分にお金を活かします。 

 

このサービスをうまく発展させれば住民の方々へ

お金での支援ではないですが、住民の福祉サービス

が向上するという仕組みを持っているわけです。 

個人の困りごとで地域の中での生活に対する困りご

とがあったら、法律によるサービスである介護保険

の事業やいろいろな制度上では、すべてを解決する

ことは難しく、一部分はどうしてもあふれてきます

ね。１人として一緒のパターンはないわけですから

当然溢れてくる。それぞれの価値観も違うしうまく

いかない。そういう部分について着目をし、住民地

域の方々、地域といっても人もそうですが地域にあ

る福祉施設や団体、例えば農協さんや生協さん。そ

の他の法人や株式会社さんその方々の力を上手くま

とめながら対応して多くの方々が同じような共通の

困りごとがあるのであれば制度化させていくという

ような機能を基本的に持っているのが社会福祉協議

会です。 

 

だから地域福祉活動がまちを住みやすくする。要

するに住民の方が住んでいて良かったなという街を

どう作っていくのかというのは、こういう悩み事を

多くの方が解決し住みやすい街を作っていこうそん

なところでございます。制度でカバーされない部分

を解決するしくみを創り出すことが必要でそのよう

な取り組みをずっとやってまいりました。 

 

今回は地域包括ケアシステムのすがたということ

でこの図は午前中の先生の図にもありましたし、先

ほどのお二人の図にもありましたが、先生がおっし

ゃられた５つのポイント、医療、介護、住まい、生

活支援、介護予防を表にした図ですが、社会福祉協

議会は、基本的には生活支援の部分かなと思います

ので、この部分について少し特化していこうと思い

ます。 

生活支援、今までは誰がやっていたのか？一般の

元気な人たちの生活支援って要りませんよね？皆さ

ん自由に買い物に行けますよね。例えば、介護に特

化する障がいの方もそうですが、ちょっと介護が必

要な方々になってくると自分の思い通りの生活がで

きないわけです。例えば家事にしてもどうするのか

となるわけですから、そこを今までどうしていたか

というと家族に頼んでいた。けれどだんだんと家族

の数が減ってきている。一軒の家に住んでいる人の

人口が減ってきているわけですから頼みごとをでき

る人が減ってきているので上手くいかない。一人暮

らしや老夫婦世帯という状態になっているんです。 

かといって今まではそれをホームヘルプサービスと

かで介護保険でこの 10 数年何とか取り組んで代行

してきたわけです。 

けれども、ホームヘルパーさんも集まらないしど

うするの？と、またヘルパーさんも、もっと資格を

持たないと給料上がらないよというような世界にな

ってくる。隣人でもできるような仕事まで介護専門

職が対応するだけの人材がいない。 

 

これからどうなるんだろうということで、重度の

人たちに専門職は特化してもらって、軽度な部分に

ついて一般の方々でもなんとか対応できるような仕

組みを作ったらどうかという考え方がひとつ。 

それから、もう一つはもともと困りごと、本当に

寝たきりとか障がいとかの困りごとを持った人は施

設に入って生活したらどうかということが基本的な

考え方になっているんですが、でも施設ってよく考

えると異常な生活でしょ？おかしくないですか？施

設入ったとたんに毎日入っていた人が風呂週2回と

か、着替えは風呂に入った時だけというおかしい部

分もあるわけだし、同じ時間に毎日ご飯を食べるい

うのもおかしいし、同じ部屋にずっと夫婦でも家族

でもない人がいるというのも変だし。 

 

だから、今この部屋にいる人たちが 365 日 24 時

間缶詰めになっている状態ですよ。それは家族でも

おかしいですよね。家族でも 365 日 24 時間一緒に

いたらおかしくなるでしょ？普通ではない。 

なので、普通じゃないのは、治療しないといけな

いときだけにして、それ以外は普通な生活をしたら
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いいじゃないかというのが基本になっている。要す

るに人それぞれの思いを大事にしていきましょうと

いうのがしっかりと最近は出てきているのかなと思

います。 

 

それを叶えるためにも、施設に無理に入っている

んではなくて、一般の家に住んでいて福祉サービス

などや医療も介護もすぐ来てくれるし、生活もサポ

ートしてくれるころが必要です。それを中学校や小

学校区くらいを一つのエリア＝福祉施設とし、施設

の居室＝自宅の部屋とイメージし、病院や介護施設

で受けれるサービスを基本的には自宅でしっかりと

受けていくような形をとる。 

だけどこの考え方では専門的な部分は何とかなっ

ても、見守りやちょっとした洗濯などはなかなかで

きにくいので、この辺りは地域に住んでいる皆さん

の手を借りながらできないだろうかというようなイ

メージを地域包括ケアとしていこうことでスタート

してきているのかなと思います。 

 

先ほど午前中の先生の話にもありましたように、

2015 年の構想は地域にバラバラにあると大変なの

で住み替えして中心に集めたらどうだというのを書

いてあります。これを決定する前日にここの委員の

先生にこの話を東京で聞いてありえないと思いまし

た。なぜかというと都会はいいんですが菰野の場合、

土着民族ばかりです。もともと土地をもってずっと

歴史的にきた人が、すぐに家をポイっと捨ててアパ

ートに移るはずがないんです。将来的に少しはいる

かもわからないけれどなかなか難しいと言ったら案

の定、うまくいかないということで見守る仕組みに

なってきている。どうしても必要な人はここに入る

にしても、自分で一生懸命住んで暮らしてきた家で

普通に死ねればいいんじゃないかという仕組みを何

とか作っていったらいいのかなと思っています。 

そのためには結局、専門職が数が少ないのでそれ

を特化させて、それ以外のところをみんなで一緒に

家族のように地域を盛り立てていったらどうか？そ

んなイメージで進んでいるところです。 

 

そこで考えたのは社協の場合は専門サービスだけ

で支えていた介護や福祉の世界を地域包括ケア、要

するに地域ぐるみで生活支援していきましょうとい

うイメージで私は捉えています。 

 

施設での居室の生活を自宅での自室の生活できち

んと人間らしい生活をさせていく。異常な生活から

の脱却です。特に必要な部分が専門以外の活動が重

要ではないか。生活支援ということでご飯を炊いた

り、掃除洗濯をするのに自分で努力するのは当たり

前なんですが、なかなかできにくくなった部分をど

うするかといったら、先ほど南条さんがおっしゃら

れたリハビリをして自分でできるようにしていくの

も大事ですが、なかなかできないという方に対して

は代行していこうということでシルバー人材センタ

ーを使っていく。ただ簡単にシルバーに任せると言

いますが、人材センターもやっていただける人を誰

か雇ってこなくてはいけないので、もちろんお金も

いります。でもお金の前にこのサービスをするスタ

ッフをあまり集めていないんです。大きい市などは

いいんですが、菰野町の人材センターは、基本的に

個別の家に入ることはやはりトラブルが多いのでや

っていなかったんですよね。 

 

なので今、菰野がやっているのは先ほど触れまし

た住民参加型在宅福祉サービスという有償ボランテ

ィア、少しのお金、時間 700 円を介在させた互助活

動でやりましょうということで、現在小学校区にひ

とつずつそういうグループを作るということで、5

つ小学校区中、2 つできました。来年は 3 つ目とい

うところで順番にだんだんと順番に作っていくとい

う流れになっています。その間どうするかというと

他の地域の方も面倒見てねと頼んであります。 

 

あとはお金ではなくて助け合いのボランティアも

必要じゃないか。またボランティアだなんだと言わ

なくても当たり前のように隣同士、面倒を見るから

いいじゃないといって隣同士の助け合いも重視をし

たらどうか。このような意見を聴く昔ながらの地域

もありますが、実際は、昔ながらの集落の方が今は

付き合いが少なくなっている。昔だと田んぼや畑に

出て行って喋りましたけれど、今は車に乗って行っ

て帰ってくるので何もないし、時間的にもゆっくり

喋っていませんから非常に付き合いが薄くなってい
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ます。だから、もう一回そういう部分をリフレッシ

ュさせていく必要がある。それから社会参加という

ところで困りごとを持って家に閉じこもる方が多い

ですから、何とか出ていく場所を保障していくとい

うことで既存のサービス事業所の開放。既存の社会

福祉法人やそれ以外の事業所に呼びかけたり住民参

加型のサロンを作っていく。 

 

現在、菰野町には、区や自治会のサロンはあるん

ですが、それを強化していくことと、サロンやカフ

ェや茶の間と呼んだりしていますが、そのメニュー

を少し多くしたりして、居場所を常設化していくが

必要と思っています。 

 

私の住んでいる地区は、残念ながら今無くなって

しまったんですが、居場所がずっとオープンのとこ

ろだったんです。誰でもそこにきてお茶飲んで帰っ

て行ってもいいというのが365日の中の正月が閉ま

っているくらいであとはずっとオープンだったんで

す。区費から出しますのでテレビも見ていいしクー

ラーも使っていい。ちょっと高校生が悪さをして閉

じてしまいました。そういうような形でもいいので

若干カフェとはイメージが違いますがそういうとこ

ろを開放していくという取り組みをしていました。

そこに小学校の子供たちが来てお爺ちゃんお婆ちゃ

んと喋っているわけで、そこに少し本なども置いて

あって図書館のような開放型だったんです。残念な

がら区長さんが代わったらお金もかかるし安全も悪

いと閉めてしまいました。そのようなところを我々

社会福祉協議会は強化をようと思っています。 

 

それ以外に民生委員さん、津市と同じように菰野町

も民生委員協議会をうちが持っていますので民生委

員さんと日々本当に細かい相談。名張市さんはまち

の保健室が受けるとおっしゃっていましたが、うち

はないので毎日のように社会福祉協議会の事務局に

きて個別相談をし、そしてそのメンバーが生活支援

やっています。 

 

この間、難しいケースがあって、よく大阪に徘徊

に行く人がいるんです。菰野町から電車に乗って行

くのはいいんですが帰ってこないんです。大阪で保

護されると受け取りにいかなければならない。もう

10 回近く行っているようで、この 9 月 10 月で 3 回

ほど徘徊に行っているので、さすがに相談にみえて、

精神と認知が入っているので今病院に入っていただ

いています。そういうことも行政や民生委員さんと

タッグを組んで医療機関へということもやっていま

す。 

 

 

 

実は先ほどの図、権利擁護という部分があってな

いんです。なぜかというと施設に入ると施設の職員

さんがある程度その人の能力の判断を補ってくれた

りするし、ある意味財産的な管理まではいきません

が必要な経費の管理くらいはしてくれる。家にいる

とだいたい家族がしていますよね。認知症の人の財

布などは預かっているんです。だんだん一人暮らし

になってくるとその仕組みがないとこの中で機能が

充実してもお金を支払ったり管理する仕組みが実は

この図の中にはないんです。これが生活支援の中に

入っているかというところでなかなか微妙なんです

がこの中に私の気持ちとしては大きいテーマとして

その人の判断能力を補うという仕組み、仕事を確実

にこの中に位置づけないままに、地域の中で隣の人

が隣の人の代わりをしなさいといわれても困ります

でしょ。民生委員さんでも困りますでしょ。施設の

職員でも困りますよ。だからきちんと位置付けてそ

れを保障しないと今の家族機能の関係から考えると

必要になるんではないかなというふうに思っており

ます。その辺りが権利擁護ということで、成年後見

とか日常生活自立支援となります。 
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特にこの部分は住民の方、勝手にやっていってと

いうふうにはいきません。だけど住民の方のご協力

はいただきたい。バックできちんと仕組みを運営す

るという責任をもったところが必要となるます。そ

れが本来、皆さんで作っている社会福祉協議会が一

番似合うのではないかなと思って現在は進めていま

す。そして住民の方々にいろんな福祉のことを覚え

ていただくということでの福祉教育を考えて現在動

いているところであります。 

 

この 5 つが今後、地域包括ケアで社会福祉協議会

が住民の方や民生委員さんや地域の施設の方々と力

を合わせて確実に作っていくことが大切になり、こ

れらを大きくきちんとまとめていくのが本来の役所

の仕事であって、その中で足らない部分を午前中の

先生の話にもありましたが公的な責任として支えて

いただければ、我々は共助という部分になるのかも

しれませんし、それぞれに皆さんにご協力いただい

た部分が互助になるのかもわかりませんけれども、

しっかりと支えていけることとなり、今、社会福祉

協議会が頑張らなくてはならないこのと一つと思っ

ています。それが上手くいかないし、社協の職員も

上手く動かなかったので生活支援コーディネーター

とか地域包括ケア体制整備も社会福祉協議会が昔か

らきちんと地域福祉を推進していたら出てこなかっ

たのではないかと、私はいつも思っているんです。 

 

私も社会福祉協議会の職員ですが、実際それなり

にやっているなという社協は全国の社協の1割から

2 割くらいで、他はいろいろと事情があって上手く

動いていないという部分もあります。それは社会福

祉協議会は住民の人から作っているので生かすも殺

すも皆さんです。生かすためにはその機能をうまく

活用していただいて、社会福祉協議会の職員も言わ

れたらそれはできませんあっちですと言っていない

で真摯に取り組むということが大事と自ら反省して

いるところであります。 

 

最後に国が示しているイメージを付けておきまし

た。皆さんにはない資料なんですが、菰野町の場合

は、菰野町小地域福祉ネットワークという仕組みを

作ろうということで、ここに障がい者や高齢者の

方々がいて、そして近隣の住民者や民生委員さんか

らの情報を社会福祉協議会、うちは包括支援センタ

ーもしていますから一つの機能の中に入ってくる、

それを実際の相談で支援先に振っていったり、見回

りが必要な場合は民生委員さんと協力をしていく。

民生委員さんの見回りは一般の隣の人が見まわるの

とはちょっと違うわけです。民生委員さんの場合は

責任があります。そういう部分を菰野町独自なんで

すが、福祉ヘルパーが配置されて、民生委員さんの

支援と相談をしています。これが 2 名役所からの人

件費支援で雇っております。 

 

民生委員さんから上がった見守りが必要な要支援者

をすべてチェックを入れて、その方のところに福祉

ヘルパーが行ってケース記録を付けるんです。もち

ろん本人さんに合意を取ってですがデータは消防署

にも流れていて、そして消防署がその情報の発信元

の方を緊急で搬送した場合、同乗者がいても報告は

あるんですが、同乗者がいない場合は基本的にすぐ

同乗者がいないので応援願いますと社会福祉協議会

へ入ってくるんです。そうすると 365 日 24 時間体

制で菰野社協が対応していますので、そのケースフ

ァイルをもって病院へ行って、例えばお医者さんと

の情報交換や後のサポート、その人の関わっている

親戚などに繋いでいます。 

 

民生委員さんに深夜まで動いてサポートしろとい

うと民生委員さんのなり手がありませんし、そこま

ではなかなか情報もわかりにくいということもある

ので、この民生委員さんの地域活動を支援するとい

う意味と専門職とのつなぎに実は福祉ヘルパーとい

う制度が菰野町独自ですがあるんです。これは一時

無くなりかけたんですがこれだけは残してくれと頼

み込んで、役所からの委託事業として残して現在上

手く支援をしてもらっています。 

 

民生委員さんの集まりの中でも民生委員と福祉ヘ

ルパーは専門職で本人さんを知っているので、この

人どうしていったらいいだろうと協議がしやすい。

そしてアウトリーチですから一軒ずつ回ってますし

介護技術を持った職員ということもあって緊急であ

ればそれで対応ができる。そういう形で菰野の場合
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将来推計ですけれども世帯数としては人口の減少に

伴って減ってくるわけですけれども世帯主が 65 歳

以上の世帯というのが数として増えてきてしかもそ

の中で高齢者単身もしくは高齢者夫婦だけというの

が数として増えてきてその中で率としても増えてき

ている。お年寄りだけの家庭がどんどん増えていく。 

 

そういうことを推計時期が違うので若干数字が違

いますがグラフ化するとこういう形になります。高

齢者のみの夫婦、高齢者単独の家庭が高齢者が世帯

主の家庭の 68%に 2035 年にはなるでしょうと。し

かもその中に認知症の人も交じるわけで認知症だけ

の高齢者世帯というものも出てくる。それと高齢者

介護と要介護認定。認定者数、高齢者の数というの

は当然高齢になれば数は減っていきますので 80 歳

90 歳の数は少ないんですけれどその中で介護認定

を受ける人たちというのは絶対数が減ってくるので

数として減ってくるんですが、年々率として上がっ

てくる。要介護認定の率でいうと高齢になれば当然

上がってくるわけです。介護を要する高齢者がどん

どん増えてくる。その中でかかりつけ医って何なん

だというと、これが日本医師会の定義なんですが、

かかりつけ医とは何でも相談できる。ちゃんと医療

のことを知っているさらに紹介もできてその中でか

かりつけ医の持つべき働きとしては継続的に、適切

な継続性を重視した適切な診療。昔を知った上で病

気がどう変わってきたのか判断してその上で適切な

診療をして必要に応じて的確な医療機関に紹介をし

て場合によっては保健・医療・福祉の諸問題に対し

て幅広く相談できる医師として、行政とか介護の人

たちに繋げられる。しかも個人の背景とか個性とか

までを知った上での全人的視点から対応できるよう

なことがかかりつけ医の機能として必要とされてい

る。 

 

先ほどの介護・福祉との連携とか、高齢者が少し

でも長く地域で生活できるように在宅医療を推進す

る。これはややこしい言葉ですけれども、気軽にな

んでも、継続的に、連携して、全人的、在宅医療と

いう言葉に要約されると思います。ところが認知症

のお年寄りなど決められないお年寄りがどんどん増

えてくる、今日お話ししていない別の案件なんです

が、自分の死についてあまり考えたことがないとい

う人の割合が 30 代よりも 50 代が多い、それよりも

70 代が増えてくるという案件がありましてそれが

近づいて来れば来るほどそれを考えなくなる現実が

あって、そうなると決められない高齢者が将来どん

どん増えてくるだろう。 

 

今までは自己決定権、独立した個人として、自分

のことは自分でちゃんと判断して決めて必要な介護

資源、医療資源は自分で集めてどこにかかっている

か自分の薬を全部知っていて飲み合わせも全部薬剤

情報の紙を見比べて考えた上でできて欲しい、でき

るべきだ、すべきだというのが自己決定権のなかで

独立した個人の自由という流れだと思うんですけれ

ど、それが残念ながらきっと無理なのではないか、

決められない高齢者が増えて地域ですとか医療者で

すとかそういったものの干渉もしくは過干渉まで必

要とされているんじゃないかというところでやはり

かかりつけ医を持ってくださいね。といっているの

だと僕自身は理解しています。 

先ほどのかかりつけ医のパンフレットの裏面はこ

うなっています。医療者を中心として診療所どうし

連携しましょう、病院とも連携しましょう、行政と

も連携しましょう、介護サービスとも連携しましょ

う、患者さん、そのご家族と連携しましょうと。こ

ういう例が裏に載っています。その医療者が中心だ

った部分に介護ですとか医療を要する人を置いてき

た。これが地域包括ケアシステムなんじゃないだろ

うか。これが出てくるときに強調されるのは本人ご

家族の選択と心構えというところが強調されます。 

 

そしてインフォーマルな資源。老人クラブに自治

会など。心構えとインフォーマル、お金の要らない

ところが強調されまして。ところがこれは高度な要

介護を要するようになった状態の高齢者や認知症の

患者さんを中心に考えているので、拾い上がらない

方も当然あるのですがこのシステムを主に動かして

いくあるいは調整する人たちとして地域包括支援セ

ンターが大きく語られるようになりました。今まで

のこういう連携に加えて地域包括支援センターさん

とかかわる必要が医者にあるよと意識させなければ

いけないというのが私たちの考えです。 
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これは地域包括センターとかかりつけ医の関わり

です。普段の診療の中において、先ほど来の一次予

防、二次予防が上手くいかなかったということもあ

るんですけれども、それまで語られてきた運動機能

障害、嚥下障害、引きこもり、うつなどを普段の診

療の中で、診療所へ入ってくる足取りがちょっと変

わってきたなというのを見つけたり、あるいは最近

ちょっとしたケガが多いなと感じたり、脚立から落

ちた、すりむき傷が増えたなど、これは運動機能障

害が後ろに隠れているに違いない。あとはむせやす

くなった、痩せてきた。あるいは引きこもりで、独

居でなんとか通ってきてくれている人がパタッと 3

カ月来なくなったとか非常に気になるわけですけれ

ども僕らの中では商売っ気を出してと思われると嫌

なのでなかなか連絡しにくいわけです。それとか連

れ合いを亡くして元気のない人たち。ちゃんとアン

ケートなどで答えていると引っかかってくるような

人たちを僕たちは直接目にする機会が多い職種です。 

 

そういうときに地域包括支援センターの人にこう

いう人がいるのだけれど見に行ってもらえますかと

言うと非常に快く見に行ってくれます。それが良い

結果に繋げられているシーンも多々あります。です

からこういうことをかかりつけ医だと思っている医

者にして下さい。ということを僕たちは医師会の中

で話していかなくてはいけないし、現に話している

ところです。 

 
 

もう一つは既にある制度、会議が一杯あってその

中には先ほどの地域包括ケアシステムと直接結びつ

いているものもいくつかあります。まず一つは地元

の資源と地域包括支援センターを結びつけるという

ものがありますが、いろんな集まりを作ってもそれ

が地元に密着しないと繋がっていかないあるいは地

元の人がはじめたので地元の人がパッと辞めると無

くなってしまうという話がありましたけれど、例え

ばこの写真はお寺さんである保健師さんたちのグル

ープを施設から呼んで体操教室をしていたんです。 

 

僕はこちら側に立っていまして本堂の方で永代供

養の後に坊主の法話より医者の話の方が多少は面白

いだろうと医者が語る死に方教室というものをさせ

ていただきまして、2 か所くらい近所のお寺でさせ

ていただくことができました。ここはさらに地域包

括支援センターの健康体操教室ですとか転倒予防教

室をよんで月に2回だったか4回だったかそういう

ものをして下さっていますし、ご主人を亡くされた

方がある地域で数人出てしまったときにここに行く

ことによって随分救われた方があったという事例で

す。 

地域ケア会議、医者があまり参加しない会議なの

ですが、医者が参加するケア会議にしていきましょ

うということでどこの地区であったら誰が出ましょ

う。自分の症例がかかわっていたら必ず出ましょう

というふうにしています。 

 

認知症事例相談会、津は幸いなことに三重大学に

基幹型の認知症疾患医療センターがありますのでそ

こが毎月きっちりしておられる認知症の事例相談会

に認知症の対応力向上研修を終えた医者やサポート

医だけでなくできるだけ参加しましょうと言ってい

ます。残念ながらまだ参加は少ないですが、引き続

き参加しましょうと言い続けていきます。そして、

在宅医療・福祉事例検討会これは在宅医療で問題に

なったあるいは興味のある症例をテーマとして取り

上げて話し合ってそれをやがて各地域で実際困難な

ことが起こった時に話し合う地域ケア会議のための

知識として身に着けていきましょうという事例検討

会です。これも今月の 5 日ありますがこれは今のと

ころ専門職だけでインフォーマルな方々までは招待

していません。100 人以上の規模で行いますが今月

は末期の緩和医療の話で消化器症状、呼吸器症状を

伴った癌の末期症例を事例に出して検討することに



 

 

なっていま

ョンの結果

りを再考す

同時に地元

掃の日とか

か？できて

 

それとも

ますので地

源としての

思うんです

てヨボヨボ

インフォー

がインフォ

で老人クラ

生入ったら

ろはいらず

 

在宅医療

在宅医療こ

ういうとこ

けですけれ

して昨日告

ので斎場で

んですが、

しか介護者

後片付けを

うに長いL

をそばに置

時5時くら

いう暮らし

場でお会い

というお話

 

 

 

 

編集後記

今年度

内容は

アのあり

介され、

ます。グルー

果を話し合い

する。診療所

元の資源でも

か防災訓練と

ていない部分

もう一つは診

地域の中で自

の自分なんだ

す。ところが医

ボになっても

ーマルな資源

ォーマルな資

ラブに入る年

ら会長にされ

ずにいるんで

療と地域包括

これはもとも

ころを中心に

れども、実は

告別式で市長

で市長にお目

在宅で看取

者がいないの

をして、後片

LAN ケーブル

置きまして看

らいに洗濯物

しで何とか看

いした市長さ

話でした。 

記 

度最後の地研

は、11月 1日

方を考える

活発な質疑

ープワークをし

います。診療所

所というのは診

ありますので

かかかわりべ

分を考えるとい

診療所と住まい

分自身もイン

だという意識を

医者は 75 に

働き続けたが

源になかなかな

資源となった時

年齢になったん

れるよとなった

です。 

括ケアシステム

と地域包括ケ

に考えています

は先週の水曜日

長のお父様も同

にかかったん

取ることができ

ので、僕が 2 時

片付けを彼女の

ルをひいてき

看ながら後片付

物が終わってウ

看取ってそうし

んもお父様を

研通信は、前通

日に開催され

」というテー

応答の様子

してディスカ

所と地域のか

診療施設であ

でそれこそ集

べきではない

いうこと。

いが別の医師

ンフォーマル

を持ってほし

なっても 80

がる人が多い

なりにくいん

時には、僕も

んですけれど

たもので今の

ム認知症高齢

ケアシステム

すからつなが

日に妹を亡く

同じ時間帯で

んです。癌だ

きましてしか

時くらいに診

のそばででき

きてコンピュ

付けをして朝

ウトウトとす

しましたら昨

を在宅で看取

通信と同様

れた「第 51回

ーマでの基調

も掲載されて
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カッシ

かかわ

あると

集団清

いの

師がい

ルな資

しいと

0 過ぎ

いので

んです

も 60

ども先

のとこ

齢者の

ムがこ

がるわ

くしま

でした

だった

かも僕

診療の

きるよ

ータ

朝の 4

すると

昨日斎

取った

た

険

も

こ

山

ろ

う

と

依

て

ム

ろ

し

専

る

し

 

 

 

 

 

 

 

 

121・122 号

回地域問題研

調講演とシン

ています。ぜ

癌症例の在宅

ことでないの

険には載せるこ

地域包括ケア

れもオプティ

形県の鶴岡市

んな研究が行

ものも提示さ

思っています

依存の高い小児

こないのでこ

とは関係ない

うと思ってい

てかかわって

専門職だったり

人材ですので

ております。

号の合併号とな

研究交流集会

ンポジウムの

ぜひ、ご一読

宅医療はこれ

のと期間が短

ことのできる

アシステムと

ィムスタディ

市と千葉の柏

行われまして

されてくるよ

すけれど、そ

児在宅はこう

こういうとこ

いけれども何

います。そん

ていきますけ

りインフォー

で人的資源と

ありがとう

なっておりま

」の報告とな

の構成です。

読ご一考くだ

れは必ずしも高

短いことがあっ

る症例が多いん

とはちょっと別

ィという4つ

柏市と浜松市

て、やっと癌診

ようになるので

それとか神経難

いったところ

ころも地域包括

何とか構築され

んな中に医者も

けれども皆さん

ーマルのパワー

として皆様方の

ございました

ます。 

なります。「

具体的な事

ださい。(AK)

高齢者に限っ

って、介護保

んですけれど

別のことで、

ぐらいの地域

と長崎市でい

診療のこうい

ではないのか

難病とか医療

ろにまだ載っ

括ケアシステ

れていくんだ

も人的資源と

んもそれぞれ

ーを持ってい

の活躍を期待

た。 

「地域包括ケ

事例も多数紹

 

っ

保

ど

域、

い

い

か

療

っ

テ

だ

と

れ

い

待

 


